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1 .　 目的

　 今日、 各水道事業においては、 施設の大規模な更新が必要と なる 中で、 安全で安心な水

の供給や、 災害時にも 安定的な給水を行う ための施設水準の向上など 、 水道が直面する 課

題に適切に対処し ていく ためには、 自ら の事業を取り 巻く 環境を総合的に分析し た上で経

営戦略を策定し 、 それを計画的に実行し ていく こ と が求めら れる と と も に、 その基礎と な

る 運営基盤の強化や技術力の確保など が必要と さ れていま す。

　 近年は、 人口減少など に伴う 給水収益の低迷、 水道施設の耐震化や老朽化対策への投資

の増大、 水道に対する 使用者のニーズの高ま り など水道事業を取り 巻く 環境が大き く 変化

し ており 、 高度化、 多様化する 課題への取り 組みが求めら れていま す。

　 こ う し た中で厚生労働省は、 平成１ ６ 年６ 月に公表し た、 わが国の水道の現状と 将来見

通し を分析・ 評価し 、 水道のある べき 将来像について、 すべての水道関係者が共通認識を

持って実現し ていく ための具体的な施策や工程を包括的に示し た「 水道ビジョ ン」 を全面

的に見直し 、 人口減少社会の到来や東日本大震災の経験などを踏ま えて、 平成２ ５ 年３ 月

に「 新水道ビジョ ン」 を策定し ま し た。

　 「 新水道ビジョ ン」 は、 水道を取り 巻く 環境の変化に対応し 、 こ れま で国民の生活や経

済活動を支えてき た水道の恩恵を今後も 継続的に享受し 続ける こ と ができ る よ う 、 ５ ０ 年

後、 １ ０ ０ 年後の将来を見据えた水道の理想像を明示する と と も に、 「 安全」 （ 水道水の

安全の確保） 、 「 強靭」 （ 確実な給水の確保） 、 「 持続」 （ 供給体制の持続性の確保） の

観点から 水道事業者が目指すべき 取り 組みの方向性やその実現方策を提示し たも のです。

　 こ のよ う な背景から 、 「 新水道ビジョ ン」 に示さ れた理想像を実現する ため、 ま た、 安

全で良質な水道水を将来にわたって安定し て供給し 続ける ため、 「 竜王町水道事業ビジョ

ン・ 経営戦略」 を策定し 、 今後の水道事業の中長期的な方向性を確立し 、 こ れを達成する

ための道程を示すも のと し ま す。

2 .　 位置付け

　 「 竜王町水道事業ビジョ ン」 （ 平成２ ８ 年度策定） は、 国の「 新水道ビジョ ン」 を踏ま

え、 本町が目指す水道の将来像と その実現に向けた方向性を示す長期的な指針と し て位置

付けら れていま す。

　 こ れに対し 、 「 竜王町水道事業経営戦略」 （ 令和２ 年度策定） は、 事業の持続可能性を

高める ための中長期的な収支見通し と 経営施策を示すも のであり 、 両者は互いに補完し な

がら 本町水道事業の基盤を形成し てき ま し た。

　 令和７ 年度に両計画が節目（ ビジョ ン最終年度・ 経営戦略中間検証） を迎える こ と を踏

ま え、 今回の改定ではこ れら ２ つの計画を統合し 、 よ り 分かり やすく 一体的な計画と なる

よ う 「 竜王町水道事業ビジョ ン・ 経営戦略」 と し て再構築する こ と と し ま す。

　 「 竜王町水道事業ビジョ ン・ 経営戦略」 は、 本町上位計画である 竜王町総合計画をはじ

め、 諸計画と の整合を図り つつ、 国の提唱する 新水道ビジョ ンの方針に沿って策定し ま す。

　 第1 章　 水道事業ビ ジョ ン・ 経営戦略の策定
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　 第1 章　 水道事業ビ ジョ ン・ 経営戦略の策定

新水道ビ ジョ ン

(平成2 5 年3 月策定)ビジョ ンの見直し

• 水道の運営基盤の
強化

持続

• 安心、 快適な給水
の確保

安心

• 災害対策の充実安定

• 環境、 エネルギー
対策の強化

環境

• 国際協力等を通じ た
水道分野の国際貢献

国際

強靭

確実な給水の
確保

安全

水道水の安全の
確保

持続

供給体制の持続性
の確保

水道の理想像

国際展開

環境対策

人口減少

社会の到来

東日本大震

災の発生

国土交通省（ 厚生労働省）

竜 王 町

竜王町水道事業ビ ジョ ン ・ 経営戦略
（ 令和７ 年度策定）

計画期間： 令和８ 年度から 令和１ ７ 年度

事業の方向性と 必要な施策を 体系的に示し 、 持続可能な水道の実現を めざす指針

竜王町水道事業ビジョ ン

（ 平成２ ８ 年度策定）

計画期間： 平成２ ８ 年度から 平成３ ７ 年度

（ ２ ０ １ ６ ～２ ０ ２ ５ ）

将来像と その実現に向けた方向性を 示す長期的な指針

整合

竜王町水道事業経営戦略

（ 令和２ 年度策定）

計画期間： 令和３ 年度から 令和１ ２ 年度

（ ２ ０ ２ １ ～２ ０ ３ ０ ）

事業の持続可能性を 高める 中長期的な収支見通し

【 統合】

＜最終年度＞ ＜中間検証＞

- 2 -



3 .　 計画期間

　 本計画の期間は、 令和８ 年度から 令和１ ７ 年度ま での１ ０ 年間と し ま す。

　 こ れは、 老朽管更新をはじ めと する 中長期的な施設投資の見通し を立てる う えで一定の

期間が必要である こ と 、 ま た社会・ 経済状況の変化にも 適切に対応でき る 期間と し て設定

し たも のです。

　 なお、 計画期間中であっても 、 人口動向や物価変動、 更新需要など 、 事業環境に大き な

変化が生じ た場合には、 柔軟に計画内容を見直すこ と で、 計画の実効性を確保し ま す。

4 .　 各種計画と の関係

（ 参考： 水道事業における アセッ ト マネジメ ント （ 資産管理） に関する 手引き 、 Ⅰ-２ ０ ）

　 第1 章　 水道事業ビ ジョ ン・ 経営戦略の策定

事業実施に係る 計画(3 ～5 年間隔)

更新需要及び財政収支の見通し (3 0 年)

アセッ ト

マネジメ ント

(資産管理)

水道事業

ビジョ ン

基本計画

実施計画

事業実施

新水道

ビジョ

目標実現の

ための施策

水道施設の拡張、 改良・ 更新

に関する 長期的・ 総合的計画

目標

年(期間)

1 0 2 0 3 0 5 0 ～1 0 0

将

来

像
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1 .　 竜王町の概要

　 竜王町は滋賀県東南部の蒲生平野に位置し 、 東に雪野山、 西に鏡山を望む自然豊かなま

ちです。 こ れら の山々は古く から 竜神が祀ら れたこ と に由来し 、 「 竜王山」 と 呼ばれ、 町

名の起源にも なっ ていま す。 町域の約３ 割を 占める 水田では良質な近江米が生産さ れる ほ

か、 いちごや梨、 ぶどう などの果樹栽培が盛んで、 近江牛発祥の地と し ての畜産業も 特徴

的な地域です。

　 南部には名神高速道路が通り 、 京阪神・ 名古屋圏への高い交通利便性を背景に、 大規模

自動車関連工場やアウ ト レ ッ ト モールなどの産業・ 商業施設が立地し ていま す。 ま た、 史

跡や社寺など の歴史的資源、 道の駅などの交流拠点が点在し 、 多様な魅力を有する ま ちと

なっていま す。 人口は昭和5 0 年代に1 万人超と なり 、 平成7 年（ 1 9 9 5 年） の1 3 ,6 5 0 人

をピーク に横ばいから 微減傾向で推移し ており 、 少子高齢化の進行が見ら れま す。

　 こ う し た状況の中で、 本町は「 暮ら し やすさ ・ にぎわい・ 交流」 を軸に据えた竜王町コ

ンパク ト シティ 化構想を進めていま す。 取組の１ つである 中心核整備については、 生活の

中心と なる エリ アに教育・ 交流・ 居住と いった都市機能を集約し 、 町全体の利便性と 持続

性を高める こ と を目的と し ていま す。

　 具体的には、 教育・ 文化施設や公園、 こ ど も 園・ 学童保育所などの公益施設を交流・ 文

教ゾーンと し て計画的に整備する と と も に、 新たな居住ゾーンや生活利便施設と の連携を

図る こ と で、 町の中心部を生活の核と し て再編・ 活性化する こ と を目指し ていま す。

　 第2 章　 竜王町水道事業の概要

【 滋賀県竜王町位置図】
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2 .　 水道事業の概要

　 竜王町の水道事業は、 昭和３ ２ 年の通水開始を経て、 昭和５ ０ 年に水道事業の創設認可

を受け、 今日ま で地域の暮ら し と 産業を支える 重要な基盤と し て運営し てき ま し た。

　 現在の計画給水人口は1 4 ,2 5 0 人、 計画日最大給水量は8 ,6 0 0 m ³ /日で、 普及率は9 7 ％

と 町内のほぼ全域に供給でき る 体制と なっていま す。

　 本町の水道は、 滋賀県湖南水道用水供給事業から 全量を受水し ている 水道事業であり 、

山中配水池を中心に、 薬師配水池、 山之上配水池、 山中加圧ポンプ場、 小口加圧ポンプ場

などの施設によ り 町内各地域へ配水し ていま す。

　 第2 章　 竜王町水道事業の概要
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【 主要な水道施設】

　 第2 章　 竜王町水道事業の概要
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1 .　 給水人口と 給水量（ 給水状況）

【 給水人口】

【 年間給水量】

　 本町の給水人口は、 人口減少の影響を受けて緩やかに減少し ており 、 水道の使用量（ 給

水量） も 同様に減少傾向にあり ま す。 近年は節水機器の普及や生活様式の変化も あいま っ

て１ 人あたり が使う 水の量自体が少なく なる 傾向と なっていま す。

　 こ う し た動き は、 全国的にも 見ら れる 長期的な変化であり 、 本町においても 今後大き く

増加に転じ る 可能性は高く あり ま せん。 そのため、 給水人口と 給水量の推移は、 将来の収

入見通し や施設計画を検討する 際の重要な前提と なり ま す。

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題
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2 .　 経営の状況

(１ )収益的収支

　 本町の収益的収支は現時点で黒字を維持し ている も のの、 収益的収入は、 人口減少の進

行や節水傾向の高ま り によ り 、 全体と し て大き な伸びは見ら れず、 横ばいから 微減で推移

し ていま す。 一方で令和３ 年度には、 収益的支出である 受水費に係る 基本水量の見直し に

伴い費用が削減さ れたこ と で利益増加に寄与し ま し た。 し かし 、 水道事業は施設維持管理

に一定の固定費が必要であり 、 需要が減少し ても 費用は大幅に減ら ない構造である ため、

料金収入の減少がそのま ま 経営の圧迫につながり やすい状況にあり ま す。

　 今後も 人口減少が続く こ と が見込ま れる ため、 収益改善や効率的な事業運営の推進など、

経営基盤の強化が必要と なっていま す。

　 令和６ 年度の内訳を見る と 、 収入では給水収益が８ ４ ％、 営業外収益が１ ５ ％を占めて

いま す。 対し て、 支出では受水費が４ ５ ％を占め、 減価償却費およ び総係費はいずれも 約

２ ０ ％と なっていま す。

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題
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受水費; 1 3 8 ,9 2 0  ; 4 5 %

減価償却費; 

6 7 ,0 4 2  ; 2 2 %

資産減耗費; 

5 ,4 3 6  ; 2 %

その他営業費用; 

6 3 3  ; 0 %

企業債利息; 

1 3 ,1 9 0  ; 4 %

令和６ 年度 収益的支出 内訳（ 千円）

総額 3 0 7 ,8 1 5 千円
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(２ )資本的収支

　 資本的収支の推移を見る と 、 各年度と も 支出が収入を上回る 構造が続いており 、 慢性的

に不足額が生じ ていま す。 なお、 資本的収入は、 主に企業債や補助金など限ら れた財源で

構成さ れており 、 通常は支出が収入を上回って不足が生じ ま す。 その不足分は、 基本的に

収益的収支の中で蓄えた資金で補っていま す。 特に直近２ 年間は大規模事業によ り 収入・

支出と も に突出し て増加し 、 不足額も 大き く 拡大し ま し たが、 その他の年度でも 概ね年間

8 千万円前後の不足が生じ ており 、 安定的な財源確保が課題と なっていま す。

　 令和6 年度の内訳をみる と 、 企業債が9 4 ％を占めており 、 財源の大部分を企業債に依存

する 一方で、 補助金は６ ％にと どま っている 状況です。 支出では建設改良費が９ ３ ％を占

めており 、 老朽化し た施設・ 管路の更新需要が大き いこ と が分かり ま す。 加えて企業債償

還金は過去1 0 年間で約2 倍に増加し ており 、 将来的な財政負担の増大が見込ま れま す。

　 今後は、 老朽化の進行や更新需要の増大を踏ま え、 持続可能な財政基盤の確立に向けて、

事業費の精査や適切な財源活用を進めていく 必要があり ま す。

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題

9 6 ,6 3 9  9 0 ,4 3 0  

1 2 9 ,5 2 6  

8 4 ,1 5 0  4 8 ,5 4 1  
1 0 3 ,2 5 3  1 1 4 ,4 5 6  

9 0 ,0 0 0  

2 4 1 ,6 1 3  

5 0 5 ,1 8 6  

1 8 0 ,5 8 8  1 7 1 ,4 6 6  
1 8 7 ,4 5 6  

1 2 4 ,6 9 0  1 2 7 ,2 2 2  

1 7 2 ,9 4 9  1 7 9 ,5 8 7  1 6 8 ,6 6 2  

3 7 6 ,8 6 4  

6 1 4 ,4 0 2  

8 3 ,9 4 8  8 1 ,0 3 5  
5 7 ,9 3 1  4 0 ,5 4 0  7 8 ,6 8 1  6 9 ,6 9 6  6 5 ,1 3 1  

7 8 ,6 6 2  

1 3 5 ,2 5 1  1 0 9 ,2 1 6  

0

1 0 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

5 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

7 0 0 ,0 0 0

H2 7 H2 8 H2 9 H3 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6

資本的収入 資本的支出 不足額

年度

単位： 千円

企業債; 4 7 4 ,0 0 0  ; 9 4 %

補助金; 2 9 ,6 6 6  ; 6 % 他会計負担金; 1 ,5 2 0  ; 0 %

令和６ 年度 資本的収入 内訳（ 千円）

総額 5 0 5 ,1 8 6 千円

建設改良費; 5 7 0 ,1 6 1  ; 9 3 %

企業債償還金; 4 4 ,2 4 1  ; 7 %

令和６ 年度 資本的支出 内訳（ 千円）

総額 6 1 4 ,4 0 2 千円
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(３ )補てん財源残高と 企業債残高

　 補てん財源残高は概ね横ばいで推移し ていま すが、 建設改良積立金や減債積立金の積立

を計画的に行ってき たこ と によ り 、 近年はやや増加傾向にあり ま す。 今後も 引き 続き こ れ

ら の積立を着実に実施する こ と で、 事業費の増加に伴う 支出に備え、 計画的な資金運用を

図る こ と が重要です。

　 一方、 企業債残高は事業費の増加に伴って借入額が拡大し ており 、 特に令和５ 年度以降

は大規模事業によ り 残高が増加し ている 状況であり 、 今後は企業債償還金増加によ る 負担

が増し ていく 見込みです。

　 こ のこ と から 、 必要な更新投資を計画的に実施し つつ、 補てん財源の適切な活用と 企業

債発行の抑制を両立さ せる こ と が求めら れま す。 そのためにも 、 よ り 一層の経営基盤の強

化と 、 持続可能な財政運営の確立が重要と なり ま す。

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題

3 7 1 ,9 9 2  3 5 9 ,8 6 9  3 4 9 ,6 8 1  3 4 8 ,8 8 8  3 8 4 ,9 6 0  3 7 2 ,3 3 2  3 7 9 ,3 7 4  
4 1 8 ,7 7 5  4 4 4 ,1 9 6  4 7 6 ,6 6 3  

7 3 5 ,3 5 3  
7 7 6 ,8 5 0  

8 6 8 ,2 4 9  
9 2 2 ,8 4 9  9 4 0 ,2 4 1  9 8 2 ,0 7 1  

1 ,0 2 4 ,8 4 2  
1 ,0 5 9 ,1 1 6  

1 ,2 0 7 ,7 4 8  

1 ,6 3 7 ,5 0 7  

0

2 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

1 ,0 0 0 ,0 0 0

1 ,2 0 0 ,0 0 0

1 ,4 0 0 ,0 0 0

1 ,6 0 0 ,0 0 0

1 ,8 0 0 ,0 0 0

H2 7 H2 8 H2 9 H3 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6

補てん財源残高 企業債残高

年度

単位： 千円
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3 .　 水道施設

　 本町水道施設の概要を以下に示し ま す。

(１ )施設

　 本町には山中、 薬師およ び山之上に３ つの配水池が整備さ れており 、 それぞれが給水区

域に応じ て役割を分担し ていま す。 特に山中配水池は最も 容量の大き な配水池であり 、 そ

の重要性から 令和６ 年度に長寿命化（ 防水） 工事が完了し たと こ ろです。 薬師配水池およ

び山之上配水池は建築ま たは改修が比較的新し いも のの、 いずれも 町内の安定給水を支え

る 施設である こ と から 、 引続き 計画的な更新ま たは施設効率によ る 統廃合検討など が求め

ら れま す。

RC造

【 配水池の概要】

【 　 薬師配水池　 】

【 　 山之上配水池　 】

【 　 山中配水池　 】

２ 池

S US 造

1 9 年2 0 0 6 年(改修)2 1 0

経過年数材質 容量(㎥)

1 6 年

4 9 年

1 ,5 0 0

1 9 7 6 年
2 0 2 4 年(改修)

PC造

築造年数

3 ,1 0 0

名称

２ 池

２ 池山之上配水池

山中配水池

薬師配水池

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題

2 0 0 9 年

配 水 池
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　 加圧ポンプ場は、 地形によ る 高低差を補い一定の水圧を確保する ための設備です。 本町

では山中およ び小口の２ 箇所に設置さ れており 、 更新周期を見据えた維持管理や設備更新

の検討が必要になり ま す。

(２ )管路

令和６ 年度末時点

　 本町の管路総延長は約1 4 0 km で、 材質は 塩化ビニル管が約7 割 を占めていま す。 塩化

ビニル管は施工性に優れる 一方、 長期使用によ る 劣化が進みやすいため、 布設年代や漏水

事故などを踏ま えた計画的な更新が必要です。

　 ま た、 ダク タ イ ル鋳鉄管など 耐震性の高い管種も 一部で整備さ れており 、 災害時のリ ス

ク 低減に寄与し ていま す。

　 今後も 、 材質や経年状況を考慮し 、 優先度の高い路線から 更新を進めていき ま す。

耐震

5 ,0 1 9

【 加圧ポンプ場の概要】

計

鋼管

1 4 0 ,6 2 6

ポリ エチレ ン管（ 金属継手）

1 ,4 6 3

【 　 山中加圧ポンプ場　 】

9 8 3

0 .6 8

1 0 0 .0 0

9 6 2

0 .0 91 3 3

小口加圧ポンプ場
配水 2 ,2 1 6 ㎥／日

送水 1 ,4 3 5 ㎥／日

H＝3 5 ｍ

H＝7 1 ｍ

施設能力

　 　  1 ,4 2 0 ㎥／日 H＝3 5 ｍ

1 6 年

管種 耐震区分

ダク タ イ ル鋳鉄管（ 耐震継手）

2 0 0 9 年

割合(％)

6 .5 1

【 管種別延長】

耐震

1 0 0 ,1 4 1 7 1 .2 1

3 .5 7

非耐震

1 .0 4

耐震

0 .7 0

塩化ビ ニル管 非耐震

ポリ エチレ ン管（ 熱融着継手）

石綿管 非耐震

【 　 小口加圧ポンプ場　 】

名称

ダク タ イ ル鋳鉄管（ 一般接手）

耐震

非耐震

ス テンレ ス 鋼管

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題

1 6 .2 0

築造年数 経過年数

延長(ｍ)

9 ,1 4 9

2 2 ,7 7 6

2 5 年山中加圧ポンプ場 2 0 0 0 年

加 圧 ポ ン プ 場
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　 年度別における 管路整備延長（ 布設年度が不明な管路を除く ） を以下に示し ま す。

　 管路の法定耐用年数４ ０ 年と 設定し た場合の、 年度別における 管路健全度を以下に示

し ま す。

　 本町の管路施設のう ち、 最も 古いも のは昭和４ ９ 年度に布設さ れており 、 法定耐用年

数である ４ ０ 年を平成２ ７ 年度時点ですでに超過し ている 状況です。

　 こ のよ う な状況のも と 、 現時点（ 令和６ 年度末） においても 老朽化が進行し ており 、

令和７ 年度には管路全体の２ ０ ％以上が法定耐用年数を超過する 見込みです。 今後更新

等の対策を講じ なかった場合、 令和１ ７ 年度には管路の約５ ０ ％が法定耐用年数を超過

する 見込みと なっており 、 計画的な更新の必要性が一層高ま っていま す。

【 年度別管路健全度】

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題

【 年度別管路整備延長】
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4 .　 水質管理

　 本町の水道水が、 水質基準（ 平成１ ５ 年５ 月３ ０ 日　 厚生労働省第１ ０ １ 号） に適合し 、

安全である こ と を証明する ために、 水質検査計画を策定し 、 定期的に水質検査を実施し て

いま す。

　 採水場所は、 浄水全項目検査、 浄水必要項目検査およ び浄水毎月検査については橋本地

先竜王町学校給食センタ ーで、 浄水毎日検査については松陽台地先およ び美松台地先で採

水し ていま す。

　 ま た、 本町の水道水は全量を滋賀県企業庁よ り 受水し ている ため、 原水の水質検査につ

いては「 水道用水供給事業から 受水する 水道事業の原水検査の特例」 に基づき 実施し てい

ま せん。

　 なお、 滋賀県企業庁においても 水質検査計画が策定、 実施さ れ、 その結果は企業庁ホー

ムページにて公表さ れていま す。 本町においても 同様に、 検査結果をホームページで公表

し ていま す。

　 水質検査は、 法令に基づく も のに加え、 過去の検査結果や地域の状況を踏ま え、 次のよ

う な体系で実施し ていま す。

＜基準項目＞

①浄水全項目検査

　 次頁の表３ ． １ における 全５ １ 項目について年１ 回検査を行いま す。

②浄水必要項目検査

　 法定およ び過去の検査結果を踏ま え表３ ． １ の項目６ ・ ８ ・ １ ０ ・ ２ １ ～３ １ ・ ３ ３ の

　 計１ ５ 項目について年４ 回検査を行いま す。

③浄水毎月検査

　 表３ ． １ の項目１ ・ ２ ・ ３ ８ ・ ４ ６ ～５ １ の計９ 項目について毎月検査を行いま す。

　 ま た、 カビ臭物質である ジェ オス ミ ン（ 同項目４ ２ ） およ び２ －メ チルイ ソ ボルネオー

　 ル（ 同項目４ ３ ） については、 藻類の発生する 暖かい時期に年５ 回検査を行いま す。

④浄水毎日検査

　 表３ ． ２ のと おり 、 色・ 濁り およ び残留塩素について毎日検査を行いま す。

⑤その他検査

　 表３ ． ３ のと おり 、 PFOS ・ PFOAについて、 確認のため年１ 回検査を行いま す。

　 なお、 水道法施行規則の改正によ り 、 令和８ 年度よ り PFOS ・ PFOAが水道水質基準の

　 検査項目に追加さ れ、 検査回数についてはおおむね３ か月に１ 回を基本する 指針が示さ

　 れま し た。 水道用水供給事業よ り 全量受水を行っている 水道事業（ 本町） においては、

　 条件によ り 検査を省略する こ と ができ る こ と と なっていま すが、 安全管理のため引続き

　 毎年１ 回検査を実施し ま す。

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題
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＜検査項目と 検査頻度＞

表３ ． ２ 　 毎日検査項目と 検査頻度

色およ び濁り 異常なし ３ ６ ５ 回／年

表３ ． ３ 　 その他検査項目と 検査頻度

消毒の残留効果

（ 遊離残留塩素濃度）
０ ． １ ｍｇ ／L以上 ３ ６ ５ 回／年

0 .0 0 0 0 5 ｍｇ ／L以下 １ 回／年

検査項目

PFOS およ びPFOA

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題

検査項目 検査頻度評価

表３ ． １ 　 検査項目（ 水道水質基準）

暫定目標値 検査頻度

- 15 -



5 .　 事業の現状分析・ 評価

　 業務指標（ Ｐ Ｉ ） は、 水道事業の運営管理に関する データ から 算出さ れる 現状把握と 評

価のための数値であり 、 水道事業を多面的に“ 定量化（ 数値化） ” する こ と で、 水道サー

ビス の水準を可視化する も のです。 公益社団法人日本水道協会が平成１ ７ 年に創設し 、 平

成２ ８ 年に改正し た「 新水道ビジョ ン」 でも 、 評価項目の一部と し て取り 上げら れており 、

本町でも 前計画において数値目標を設定し た上で評価に活用し てき た指標です。

　 今回の計画改定においても 、 「 安全」 「 強靭」 「 持続」 の３ つの観点から 本町水道事業

の現状分析・ 評価を行いま す。 本町以外の水道事業体と 比較し ながら 相対的な位置づけを

把握する ため、 Ｐ Ｉ の全国平均値や、 同規模の水道事業体の平均値と も 照ら し 合わせま す。

　 公益社団法人水道技術研究センタ ーが作成し た「 水道事業ガイ ド ラ イ ン業務指標（ 令和

４ 年度版） 」 では、 全国の統計値が示さ れており 、 本町ではこ の統計値を基準に、 業務指

標の値を全国平均値（ 年度別統計値の５ ０ ％値） およ び類似事業体平均値（ 給水人口１ ～

３ 万人以下規模の５ ０ ％値） と 比較する こ と で、 現状の強み・ 課題を客観的に把握する こ

と と し ま す。

●全国平均値： 年度別統計値の５ ０ ％値

●類似事業体平均値： 給水人口規模別区分　 １ 万人以上３ 万人以下の５ ０ ％値

(１ )安全（ 安全で良質な水）

　 安全面においては、 信頼でき る 水質を需要者に供給する ための水源に関わる 指標が主に

挙げら れま す。

　 ＜水質管理の徹底＞

　 水道水の水質検査は、 水質基準に適合し 、 安全である こ と を保証する ために不可欠であ

り 、 水質管理の中核を成すも のです。

　 ＜鉛製給水管取替の推進＞

　 鉛製給水管は、 可と う 性や柔軟性に優れ、 施工が容易である こ と から 、 給水管と し て多

く 使用さ れてき ま し た。 し かし 、 給水管内に水道水が長時間滞留する と 、 有害物質である

鉛が溶出する 可能性が高いため、 鉛製給水管の解消が全国的な課題と なっていま す。

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題
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　 安全面に関する 業務指標（ Ｐ Ｉ ） の主な項目を以下に示し ま す。

水源の水質事故件数

（ 件）

鉛製給水管率

（ ％）

※番号： 水道事業ガイ ド ラ イ ンで定めら れている 番号

※望ま し い方向： ↑高いほど 良い　 ↓低いほど 良い　 －いずれでも ない

Ａ ３ ０ １ ： 類似事業体と も に「 ０ 件（ 基準に適合し ている ） 」 を 維持し ていま す。

Ａ ４ ０ １ ： 類似事業体と も に「 ０ ％（ 基準に適合し ている ） 」 を 維持し ていま す。

　 安全面における 指標については、 県水を1 0 0 ％受給し ている 本町においては水道水質基

準に適合し ており 、 現状大き な問題はあり ま せん。 稼働し ている 自己水源を保有し ておら

ず水質事故も 発生し ていないこ と から 、 本町の水道水は信頼でき る 水質であり 、 安全で安

心な水の供給体制が確保さ れている と いえま す。

　 今後も 引き 続き 、 水質検査計画に基づく 継続的な検査と 、 必要に応じ た迅速な対応を徹

底する こ と で、 町民がいつでも 安心し て飲める 「 安全で良質な水」 の提供を維持し ていき

ま す。

番号 業務指標名

竜王町　 指標値

前回計画
R７ 目標

R４
望まし い

方向
R２ R３

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題

0 .0 0 0 .0 0

【 水道事業ガイ ド ラ イ ンに基づく 業務指標によ る 比較】

↓
0

Ａ ４ ０ １ 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 —
0 .0 0

↓
0 .0 0

R４ R５ R６
上： 全国平均

下： 類似事業体

Ａ ３ ０ １ 0 0 0 0 0 —
0
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(２ )強靭（ 安定し た水の供給）

　 水道における 災害・ 事故と し ては、 地震、 水害などの自然災害、 設備や管路の事故、 水

質事故などの人為的な事故があり ま す。

　 特に、 自然災害については、 近年、 東日本大震災や能登半島地震などの地震災害や集中

豪雨によ る 土砂災害が相次いでいる ほか、 近い将来、 南海ト ラ フ地震の発生が予測さ れて

おり 、 災害に強い強靭な水道施設が求めら れていま す。

　 大規模な自然災害が発生し た場合、 水道施設は甚大な被害が生じ る 可能性が高いこ と か

ら 、 被害を最小限に抑制でき る よ う 、 健全な資産の維持と 水道施設の耐震化が急務であり 、

その重要性や優先度を考慮し て、 水道施設の更新およ び耐震化を計画的・ 効率的に進めて

いく 必要があり ま す。

　 ＜管路の更新・ 耐震化＞

　 水道管路は、 水道水の安全性・ 安定性のため、 災害に対し て強靭である と と も に、 健全

性を保つ必要があり ま す。 中でも 、 重要な管路である 基幹管路は、 災害など によ り 被害を

受ける と 影響が大き いため、 優先的に耐震管（ 耐震性を備えたダク タ イ ル鋳鉄管など） に

更新する など の措置を行い、 地震に強い配水系統の構築が全国的に求めら れていま す。

　 「 法定耐用年数超過管路率」 は、 管路の老朽度や更新の取り 組み状況を示すも ので、 全

国的に法定耐用年数（ ４ ０ 年） を超過する 管路の延長は今後増加し ていく ため、 管路整備

が順次必要と なり ま す。

　 「 管路の耐震管率」 は、 地震災害に対する 水道管網全体と し ての信頼性・ 安全性を表す

指標と 言えま す。

　 「 基幹管路の耐震適合率」 は、 基幹管路の耐震管率の耐震管に加え、 管路の布設地盤条

件など を勘案し て、 耐震性が評価さ れた管種・ 継手を含めた指標です。

　 今後も 継続し て耐震化を進める と と も に、 基幹管路や重要給水施設ま での管路を優先し

て取り 組む必要があり ま す。

　 強靭面に関する 業務指標（ Ｐ Ｉ ） の主な項目を次頁に示し ま す。

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題
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法定耐用年数超過管路率

（ ％）

管路の耐震管率

（ ％）

基幹管路の耐震適合率

（ ％）

Ｂ ５ ０ ３ ： 率は増減し ながら 、 類似事業体平均値よ り も 高く 、 全国平均値よ り 低い数値を 示し ていま す。

Ｂ ６ ０ ５ ： 類似事業体平均値およ び全国平均値よ り も 高い数値を 示し ており 、 令和６ 年度は前回計画の

目標値を 超える 値と なっ ていま す。

Ｂ ６ ０ ６ －２ ： 率は増加傾向にあり ま すが、 類似事業体平均値およ び全国平均値よ り も 低い数値を 示し

　 　 ていま す。

　 本町では全体的に管路の耐震性が向上し ている 一方で、 基幹管路の耐震適合率において

は、 全国平均と 比べて低い数値である ため、 こ れら の管路の耐震化を進め、 地震や災害時

の安全性をよ り 一層確保し ていく 必要があり ま す。

　 こ れら の状況を踏ま える と 、 本町の強靭性の確保に向けては、 老朽化施設の更新・ 耐震

化を一層加速さ せる こ と が必要です。 ま た、 耐震化率や更新率を指標と し て継続的に状況

を評価し 、 更新需要の平準化を図り つつ、 災害時においても 安定し た水供給が可能と なる

体制整備を進めていき ま す。

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題

1 1 .2 1 8 .0 0

1 8 .4 7 1 9 .8 4 —
2 0 .2 0

↓
1 8 .6 0

Ｂ ６ ０ ５ 8 .6 8 9 .0 5 9 .4 5 1 0 .0 4 ↑
3 .4 0

番号 業務指標名

5 .5 0

竜王町　 指標値

前回計画
R７ 目標

R４
望まし い

方向
R２ R３ R４ R５ R６

上： 全国平均

下： 類似事業体

Ｂ ５ ０ ３ 1 8 .7 4 1 9 .8 5 1 9 .1 5

【 水道事業ガイ ド ラ イ ンに基づく 業務指標によ る 比較】

2 3 .6 2 —
3 6 .1 0

↑
2 8 .1 0

Ｂ ６ ０ ６ －２ 1 9 .1 8 2 0 .0 2 2 1 .1 7 2 2 .6 4
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(３ )持続（ 健全な事業経営）

　 持続面においては、 安定し たサービス の提供に資する ための事業運営の健全性・ 安定性、

水道を支える 技術力の維持・ 向上に関わる 指標が挙げら れま す。

＜施設効率の向上＞

　 「 施設利用率」 は、 施設能力に対する 一日平均配水量の割合を表すも ので、 水道施設の

効率性を表す指標の一つで、 施設が効率的に利用さ れている と 数値が高く なり ま す。 経営

効率の観点から は、 数値が大き いほど 効率的である と さ れま すが、 施設更新およ び災害事

故への対応の観点では、 数値が小さ いほど非常時への対応ができ る こ と から 、 一定の余裕

は必要です。

　 「 有収率」 は、 年間総配水量に対する 有収水量の割合を示し 、 施設の稼働状況が収益に

つながっている かを判断する 指標の一つです。 こ の数値が高いこ と は、 有効的に水道水が

使用さ れている こ と を表し ており 、 １ ０ ０ ％に近いほど 良いと さ れていま す。

　 有収率が低い要因と し て、 漏水が多いこ と やメ ータ の不感などが考えら れ、 施設効率が

高く ても 収益につながら ないこ と と なる ため、 有収率の向上対策を講じ る 必要があり ま す。

　 「 管路更新率」 は、 管路の延長に対する 更新さ れた管路の延長の割合を示すも ので、 信

頼性確保のための管路更新の執行度合いを表す指標の一つです。

　 業務指標が毎年１ ％程度で推移し ている 場合には、 水道事業体における 管路更新事業規

模が概ね１ ０ ０ 年周期である と 考える こ と ができ ま す。 ま た、 法定耐用年数を４ ０ 年と 考

えれば、 平均年２ ． ５ ％の更新が必要です。

＜健全な経営の維持＞

　 「 営業収支比率」 は、 営業費用が営業収益によ ってど の程度賄われている かを示すも の

で、 比率が高いほど営業利益率が良いこ と を表し 、 １ ０ ０ ％を下回る と 営業損失が生じ て

いる こ と を意味し ま す。

　 「 経常収支比率」 は、 経常費用（ 営業費用＋営業外費用） が給水収益など の経常収益（

営業収益＋営業外収益） によ ってどの程度賄われている かを示すも ので、 水道事業の収益

性を示す指標です。 こ の指標は１ ０ ０ ％以上である こ と が望ま し いと さ れま す。

　 「 料金回収率」 は、 給水原価に対する 供給単価の割合を示すも ので、 水道事業の経営状

況の健全性を表す指標です。 こ の指標が１ ０ ０ ％を下回っている 場合、 給水に係る 費用が

給水収益以外で賄われている こ と を示し ており 、 １ ０ ０ ％を上回っていれば、 給水に係る

費用が料金収入で賄われている こ と になり 、 健全な経営状態にある と 言えま す。

　 「 供給単価」 は、 給水収益を年間有収水量で除し た数値であり 、 有収水量１ ㎥当たり に

ついて、 どれだけの収益を得ている かを表し 、 高い方が経営持続性の観点から は望ま し い

と 言えま す。

　 「 給水原価」 は、 有収水量１ ㎥当たり について、 どれだけの費用がかかっている かを表

し 、 低い方が水道事業体にと っても 受益者にと っても 望ま し いと 言えま す。

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題
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施設利用率

（ ％）

有収率

（ ％）

管路更新率

（ ％）

営業収支比率

（ ％）

経常収支比率

（ ％）

料金回収率

（ ％）

供給単価

（ 円/㎥）

給水原価

（ 円/㎥）

Ｂ １ ０ ４ ： 年々減少傾向にあり 、 全国平均値およ び類似事業体平均値よ り も 低い状況です。

Ｂ １ １ ２ ： 増加傾向にあり 、 令和６ 年度時点で前回計画の目標水準を 超え、 全国平均値およ び類似事業

体平均値よ り も 高い状況です。

Ｂ ５ ０ ４ ： 増減を 繰り 返し ながら 推移し 、 前回計画の目標値は達成でき ないと 予測さ れま す。 全国平均

値およ び類似事業体平均値よ り も 少し 高い状況です。

Ｃ １ ０ １ ： 増減を 繰り 返し ながら 推移し 、 いずれも １ ０ ０ ％を下回っ ている も のの、 前回計画の目標値

は達成でき る と 予測さ れま す。

Ｃ １ ０ ２ ： １ ０ ０ ％を 上回る 水準だが、 減少傾向にある ため今後対策の必要があり ま す。

Ｃ １ １ ３ ： 一時的に増加し １ ０ ０ ％を 上回り ま し たが、 その後の減少によ り １ ０ ０ ％を 下回り ま し た。

前回計画の目標値を 超える 水準は保てている も のの、 さ ら なる 改善が必要です。

Ｃ １ １ ４ ： 微増傾向にあり 、 全国平均値およ び類似事業体平均値よ り も 高い状況です。

Ｃ １ １ ５ ： 微増傾向にあり 、 全国平均値およ び類似事業体平均値よ り も 高い状況ですが、 前回計画の目

標値を 下回る と 予測さ れま す。

　 本町の水道事業を将来にわたり 安定し て運営し ていく ためには、 限ら れた財源の中で、 健

全な経営基盤を維持し ながら 必要な施設更新を計画的に進める こ と が求めら れま す。

　 事業費の多く を占める 老朽管更新費用が今後さ ら に増加する 見込みである 一方、 人口減少

の進行に伴い料金収入は大き く 伸びにく い状況にあり ま す。 こ のよ う な環境の中で、 効率的

な施設運用や適切な更新投資を組み合わせながら 、 持続可能な事業運営を確保し ていく 必要

があり ま す。

　 本町と し ては、 こ れら の指標や現状分析を踏ま えつつ、 効率的な施設運用の推進、 適切な

更新投資、 経営改善の取り 組みを組み合わせ、 持続可能な水道事業の実現に向けて計画的に

取り 組んでいき ま す。

Ｃ １ ０ ２ 1 1 0 .2 4 1 1 3 .8 3 1 1 1 .0 7 1 1 3 .9 5

5 0 .7 5 5 0 .1 7 4 9 .3 3 4 7 .7 8 4 8 .3 7 —
5 9 .7 0

—
1 0 8 .5 0

↑

番号 業務指標名

竜王町　 指標値

前回計画
R７ 目標

R４
望ま し い

方向
R２ R３ R４ R５ R６

上： 全国平均

下： 類似事業体

Ｂ １ ０ ４ ↑
5 9 .0 0

　 第3 章　 水道事業の現状と 課題

1 7 6 .4 0

Ｃ １ ０ １ 9 1 .9 5 9 8 .4 7 9 5 .0 2 9 8 .0 7 9 4 .7 1 7 4 .0 0
9 3 .9 0

↑
9 2 .3 0

Ｂ １ １ ２ 9 1 .4 0 9 1 .9 0 9 3 .6 0 9 3 .8 0 9 3 .5 0 9 1 .9 0
8 5 .2 0

↑
8 2 .0 0

Ｂ ５ ０ ４ 0 .5 8 0 .4 6 0 .4 4 0 .6 5 0 .4 2 1 .2 6
0 .4 1

↑
0 .3 4

1 0 4 .0 4

Ｃ １ １ ５ 1 9 1 .3 9 1 8 5 .0 3 1 9 0 .7 6 1 8 5 .4 7 2 0 5 .1 0 2 1 9 .4 6
1 7 7 .9 0

↓
1 8 2 .3 0

【 水道事業ガイ ド ラ イ ンに基づく 業務指標によ る 比較】

1 0 7 .4 0

Ｃ １ １ ３ 9 6 .1 8 9 7 .6 5 9 7 .9 9 1 0 1 .0 5 9 2 .1 5 8 3 .0 0
9 7 .6 0

↑
9 6 .5 0

Ｃ １ １ ４ 1 8 6 .8 9 1 8 7 .2 6 1 8 6 .9 5 1 8 7 .4 2 1 8 9 .0 2 1 8 3 .1 0
1 7 3 .6 0

↑
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(１ )給水人口の見通し

　 本町の給水人口は、 平成２ ７ 年度の１ １ ， ９ ０ １ 人から 令和６ 年度の１ ０ ， ８ ３ ３ 人へ

と 減少傾向で推移し ていま す。 全国的にも 人口減少が見込ま れる こ と から 、 給水人口も 同

様の傾向が予測さ れま す。

　 将来推計については、 国立社会保障・ 人口問題研究所（ 以下、 社人研） の「 日本の地域

別将来推計人口」 をも と に、 給水人口の実績値と の比較から 算出し た補正係数（ ０ ． ９ ４

９ ） を社人研推計値に乗じ て算出し ま し た。 その結果、 目標年度（ 計画期間） 令和１ ７ 年

度における 給水人口は９ ， ５ ３ ７ 人と なり 、 令和６ 年度に対し て約１ ２ ％減少、 ５ ０ 年後

には４ ， ９ ７ ５ 人と 約５ ４ ％の減少が見込ま れま す。

(２ )水需要の見通し

　 給水収益の基と なる 有収水量は、 平成２ ７ 年度の１ ， ４ ９ ４ ， ４ １ １ ㎥から 令和６ 年度

の１ ， ４ １ ９ ， ０ ７ ０ ㎥へと 緩やかに減少し ていま す。 今後も 人口減少や節水機器の普及、

節水意識の高ま り によ り 、 減少傾向が続く こ と が予測さ れま す。

　 将来推計については、 令和６ 年度の実績値から 算出し た１ 人当たり 年間有収水量（ １ ３

１ ㎥／人／年） を基準と し 、 将来の給水人口推計値に乗じ て算出し ま し た。 その結果、 目

標年度（ 計画期間） 令和１ ７ 年度には１ ， ２ ４ ９ ， ３ ４ ７ ㎥と なり 、 令和６ 年度比で約１

２ ％減少、 ５ ０ 年後には６ ５ １ ， ７ ２ ５ ㎥と 約５ ４ ％の減少が見込ま れま す。 こ れは給水

人口の減少率と 同じ であり 、 人口動向が有収水量の推移に直接的に反映さ れる 結果と なっ

ていま す。

　 第4 章　 将来の事業環境の予測

【 給水人口と 水需要の推計】
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1 .　 基本理念

　 本町の水道は、 こ れま で多く の町民の理解と 協力に支えら れ、 地域の暮ら し と 産業を支

える 重要な基盤と し て発展し てき ま し た。

　 し かし 今後は、 人口減少や施設の老朽化進行、 自然災害リ ス ク など 、 水道事業を取り 巻

く 環境は一層厳し く なる こ と が見込ま れま す。

　 こ う し た状況の中で、 次代を担う 子ども たちを含め、 未来の竜王町に安心し て受け継ぐ

こ と のでき る 水道を維持し ていく こ と が求めら れていま す。

　 こ の考えを踏ま え、 新たな基本理念を次のと おり 掲げ、 その目指すべき 将来像に向けて

事業運営に努めま す。

2 .　 施策目標

　 町民が安心し て利用でき る 水道を次世代へ継承する こ と ができ る よ う に、 国の「 新水道

ビジョ ン」 で示さ れている 「 安全・ 強靭・ 持続」 の３ つの視点を基本に据えつつ、 本町で

は前計画と 同様に「 サービス 」 を加え、 ４ つの柱を施策目標と し て設定し 、 それぞれの目

標に基づき 、 今後の取り 組みを計画的に進めて行き ま す。

♦ 安全で安心な水の供給

いつでも どこ でも 安心し ておいし く 飲める 水道水の供給を目指し ま す

♦ 強靭でし なやかな水道

自然災害や事故に強く 、 被災時も 迅速に復旧でき る 、 し なやかでたく ま し い
水道を目指し ま す

水道事業の目指す将来像

　 第5 章　 水道事業の目指すべき 将来像

町民と と も に、 未来へつなぐ 安心と 信頼の水道

♦ 健全で持続可能な事業経営

人口減少や施設の老朽化進行など 厳し い環境下でも 健全な経営を維持し 、 安
心し て使い続けら れる 水道を目指し ま す

♦ サービ ス で支える 住民と の協働

水道に関する 情報提供や丁寧な対応を通じ 、 町民と の信頼性を高め、 事業運
営への理解を得ながら 、 持続可能な水道を目指し ま す
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3 .　 実現施策の体系

　 本町の施策目標に基づき 、 今後取り 組むべき 具体的な実現施策について、 以下に体系図

を示し ま す。

　 第5 章　 水道事業の目指すべき 将来像

施策目標 具体的な実現施策

安全で安心な水の供給

水質管理体制の強化

有収率の向上

施設効率の向上

安
全

強靭でし なやかな水道

老朽化施設の更新

施設・ 管路の耐震化

危機管理体制の確立

強
靭

健全で持続可能な事業経営

経営基盤の強化

投資の合理化

組織・ 体制の強化

持
続

サービス で支える 住民と の協働

情報提供の充実

丁寧で迅速な対応

協働の推進

サ
ー
ビ
ス
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　 第５ 章で定めた本町水道事業の目指す将来像を実現する ための基本方針およ び施策目標

を実行し 、 町民が安心し て利用でき る 水道を次世代へ継承する こ と ができ る よ う に、 具体

的な取り 組みをま と めま し た。

1 .　 安全

＜安全で安心な水の供給＞

　 水道は生活を支える 最も 基本的なラ イ フラ イ ンであり 、 その信頼性は「 安全性」 によ っ

て担保さ れま す。 水質検査計画を策定し 、 基準に則った検査を行う と と も に、 供給後の管

路や給水設備においても 品質が損なわれないよ う 継続的な管理を徹底し ていま す。

　 ま た、 有収率の向上や施設の効率的な運用にも 努める こ と で、 安定的な水の供給体制を

維持し ま す。

　 こ う し た取組によ り 、 町民がいつでも 安心し ておいし く 水を利用でき る 環境を確保し 、

安全性と 品質を両立さ せた信頼さ れる 水道を将来にわたり 提供し 続ける こ と を目指し ま す。

【 施策目標】

　 ・ 水質管理体制の強化

　 ・ 有収率の向上

　 ・ 施設効率の向上

①水質管理体制の強化

　 本町では、 安全でおいし い水をお届けする ため、 水質検査計画に基づき 適切な検査を実

施し 、 その結果をホームページで公表し ていま す。 さ ら に、 水道施設の適正な維持管理や

リ ス ク 管理を通じ て清浄な水質を維持する と と も に、 検査技術の向上や基準改正への対応、

検査項目の見直し などを重ね、 水質管理体制の充実を図っていま す。

　 今後も 、 こ う し た取り 組みを継続する こ と で、 将来にわたって安全で信頼でき る 水道水

の確保を目指し ま す。

②監視体制の強化

　 湖南用水や本町では、 残留塩素をはじ めと し た水質を自動計器で常に監視し ており 、 万

一異常があった場合にも すぐ に対応でき る 仕組みを備えていま す。

　 第6 章　 将来像実現のための施策

水質管理体制の強化
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　 令和６ 年度の有収率は９ ３ ． ５ ％であり 、 料金収入に結び付かない配水量が１ 日あたり

約２ ７ ２ ㎥と なっていま す。 こ れによ り 、 湖南用水の受水料金にも 影響を及ぼし ていま す。

　 有収率の向上は、 こ う し た無駄な受水量を削減し 、 施設の運転経費や受水料金の抑制に

つながる 重要な取り 組みです。

　 そのため、 主な要因である 漏水の早期発見・ 改善に向けて、 継続的な漏水調査の実施や

老朽化し た管路の計画的な更新を進め、 効率的で安定し た配水運営を実現し ていき ま す。

●管路布設替工事の状況

　 現在の水道施設は、 人口増加を見込んで整備さ れた時期のも のが多く 、 人口減少が進む現

在では、 施設規模が過大と なっている 可能性があり ま す。

　 今後は、 将来の水需要の変化を見据え、 施設更新の際にはダウ ンサイ ジング（ 規模の適正

化） や統合を進める こ と で、 効率的かつ安定的な水の供給体制を維持し ていき ま す。

水源の水質事故件数

（ 件）

施設利用率

（ ％）

有収率

（ ％）

【 「 安全」 における 業務指標の目標値】

番号 業務指標名

Ａ ３ ０ １

Ｂ １ ０ ４

R６ 実績値

0

4 8 .3 7

今回計画
R １ ７ 目標値

0

4 8 .3 7

　 第6 章　 将来像実現のための施策

望ま し い
方向

↓

↑

Ｂ １ １ ２ 9 3 .5 0 9 3 .5 0 ↑

有収率の向上

施設効率の向上
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2 .　 強靭

＜強靭でし なやかな水道＞

　 地震や豪雨などの自然災害時においても 水道は人々の命と 生活を守る 不可欠な基盤であ

り 、 被災を最小限に抑え、 断水や減水を防ぐ こ と が求めら れま す。

　 そのため、 施設の耐震化や計画的な更新、 バッ ク アッ プ体制や広域連携の構築を進める

こ と で、 被災時であっても 迅速に復旧でき る 強く し なやかな水道を構築し ていき ま す。

　 平常時には事故率の低減や施設健全度の維持に努め、 非常時には確実に生活用水を確保

でき る 体制を整え、 安定給水を継続でき る 強靭な水道を目指し ま す。

【 施策目標】

　 ・ 老朽化施設の更新

　 ・ 施設、 管路の耐震化

　 ・ 危機管理体制の確立

　 現在、 町内には約１ ４ ０ ｋ ｍに及ぶ管路が布設さ れており 、 こ れら を適切に維持・ 更新し

続ける こ と が、 今後の安定供給を支える 鍵と なり ま す。 老朽化によ る 漏水や破損を未然に防

ぐ ため、 耐用年数を迎えた管路を計画的に更新する と と も に、 耐震管への布設替えを進める

こ と で、 安全性と 信頼性の高い配水体制を構築し ま す。

　 ま た、 更新にあたっては、 道路改良など 他事業と の連携を図る こ と で効率的な整備を進め、

将来の更新費用の平準化や財政負担の軽減にも 取り 組みま す。 こ う し た取り 組みを通じ て、

限ら れた資源を有効に活用し ながら 、 長期的に安定し た水道サービス を提供でき る 体制の確

立を目指し ま す。

●耐震管・ 非耐震管の地震時のイ メ ージ

　 第6 章　 将来像実現のための施策

老朽化施設の更新
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　 本町の水道施設では、 地震発生時にも 安定し た給水を確保でき る よ う 、 施設およ び管路の

耐震化を計画的に進めていま す。 主要配水池である 山中配水池およ び薬師配水池については、

既に耐震構造への改修を完了し ており 、 緊急遮断弁や遮水シス テムも 備える こ と で、 災害時

における 水の確保体制を強化し ていま す。 一方、 山之上配水池は従たる 位置付けであり 、 重

要度やコ ス ト 面を考慮し て現時点では耐震化の対象外と し ていま す。

　 ま た、 下水道整備に合わせて進めてき た管路更新によ り 、 こ れま で耐震性の向上を図って

き ま し たが、 下水道の布設完了後は「 老朽管更新計画」 およ び「 上水道管更新計画」 に基づ

き 、 水道事業と し て独自に耐震化を推進し ていま す。 特に、 基幹施設に接続する 管路や、 破

損時に重大な二次災害の恐れがある 管路などを「 基幹管路」 と し て位置付け、 優先的に耐震

管への布設替えを進めていま す。

　 さ ら に、 その他の配水幹線管についても 、 重要度や老朽度、 漏水発生頻度など を考慮し 、

順次耐震性の高い管材へ更新する こ と で、 全体的な耐震化率の向上を図り ま す。 今後も 、 災

害に強く 、 復旧力の高い給水体制を確立する ため、 計画的かつ着実に耐震化に取り 組んでい

き ま す。

●耐震性能（ 令和６ 年度末時点）

　 本町の水道事業では、 地震などの自然災害をはじ め、 水質事故や渇水などの不測の事態に

備え、 迅速かつ的確に対応でき る 危機管理体制の構築に取り 組んでいま す。 災害時の対応手

順や復旧体制を明確にする ため、 危機管理マニュ アルを整備する と と も に、 必要に応じ て内

容の見直し や更新を行い、 よ り 実践的な体制づく り を進めま す。 あわせて、 水道事故が発生

し た際、 防災所管課と も 連携し ながら 庁内全体と し て対応でき る よ う な体制づく り も 取り 組

みま す。

　 ま た、 災害時の給水確保に向けて、 令和５ 年度には新たに給水車およ び給水タ ンク を配備

し 、 断水時における 給水手段の確保を図り ま し た。 加えて、 受水先である 滋賀県企業庁や近

隣水道事業体と の連携体制を構築し 、 緊急時における 相互支援や資材の共同活用を検討し ま

す。 さ ら に、 施設や管路の台帳整備、 防災行政無線を活用し た情報伝達体制の強化など 、 平

常時から の備えにも 継続的に取り 組みま す。

　 今後も 、 災害や事故などの非常時においても 町民の生活を守る こ と ができ る よ う 、 ハード

と ソ フト の両面から 危機管理体制の充実を図り 、 安心し て利用でき る 水道の実現に取り 組ん

でいき ま す。

　 第6 章　 将来像実現のための施策

基幹管路の延長（ ｍ）

5 1 ,3 6 3

耐震管の延長（ ｍ）

1 2 ,1 3 0

耐震化率（ ％）

2 3 .6

危機管理体制の確立

施設・ 管路の耐震化
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法定耐用年数超過管路率

（ ％）

管路更新率

（ ％）

管路の耐震管率

（ ％）

基幹管路の耐震適合率

（ ％）

●給水車およ び給水タ ンク

　 第6 章　 将来像実現のための施策

番号 業務指標名
望ま し い

方向

1 9 .8 4 3 5 .0 0 ↓

0 .4 2 0 .7 0 ↑

1 1 .2 1 1 6 .5 0 ↑

2 3 .6 2 3 4 .0 0 ↑

【 「 強靭」 における 業務指標の目標値】

Ｂ ６ ０ ５

Ｂ ５ ０ ３

Ｂ ６ ０ ６ －２

Ｂ ５ ０ ４

R６ 実績値
今回計画

R １ ７ 目標値
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3 .　 持続

＜健全で持続可能な事業経営＞

　 人口減少や節水傾向の進行によ り 、 将来的には給水収益の減少が避けら れない中で、 水

道事業は健全な経営基盤を確保し 、 安定的に水を供給し 続ける こ と が求めら れま す。 その

ため、 経営の効率化や料金水準の見直し 、 人材育成と 技術継承を進め、 事業を持続可能な

形で次世代へ引き 継ぐ こ と が重要です。

　 ま た、 老朽化施設の計画的な更新と 併せて、 広域連携や官民協働を活用し 、 最適な事業

形態を構築する こ と で、 将来にわたり 町民から 信頼さ れる 水道を実現し ていき ま す。

【 施策目標】

　 ・ 経営基盤の強化

　 ・ 投資の合理化

　 　 ・ 組織、 体制の強化

　

　 水道事業を将来にわたって安定的に運営し ていく ためには、 財政の健全性を確保し つつ、

計画的に施設更新や維持管理を進めていく こ と が重要です。 本町では、 こ れま で適切な料

金設定の検討や経費削減などの経営努力によ り 、 安定し た事業運営を維持し てき ま し たが、

人口減少や施設の老朽化が進行する なか、 収入の減少と 更新費用の増大と いう 二重の課題

に直面し ていま す。

　 こ う し た状況を踏ま え、 将来の収支見通し をも と にし た中長期的な財政計画を策定し 、

料金水準の適正化についても 検討を行ったう えで、 健全な事業運営に努めま す。 ま た、 経

営指標や財務状況の分析を継続的に行い、 効率的な事業運営体制の確立を図り ま す。

　 ま た、 本町では未収金削減に向け、 関係部署や包括業務委託事業者と 連携し ながら 、 文

書や訪問等によ る 納付の督促を継続的に実施し ており 、 一定の改善効果が見ら れていま す。

今後も 、 料金負担の公平性を確保する 観点から 、 未収金対策を重要な取組みの一つと し て

位置付け、 収入の確保と 事業運営の安定化を図っていき ま す。

　 こ れら の取り 組みを通じ て、 限ら れた財源の中でも 、 必要な更新投資を計画的に行い、

安全で安心な水を安定的に供給でき る 強固な経営体制の構築に努めま す。
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　 限ら れた財源の中で将来にわたって安全・ 安心な水道水を安定的に供給し ていく ために

は、 投資の重点化と 効率化を図る こ と が不可欠です。 老朽化し た施設や管路の更新・ 耐震

化については、 国の交付金や補助制度の活用を図り ながら 、 費用対効果を踏ま えた計画的

な投資を行いま す。

　 ま た、 人口減少や需要の変化を見据え、 過剰と なっている 施設のダウ ンサイ ジングや統

合、 さ ら には管路ルート の最適化など を検討し 、 将来的な維持管理費の縮減を目指し ま す。

　 こ れら の取り 組みを通じ て、 長期的な視点に立った効率的かつ持続可能な施設整備を進

め、 限ら れた資源を最大限に活用でき る 投資の仕組みづく り に取り 組んでいき ま す。

①技術の継承と 人材育成

　 水道事業の運営には、 高度な専門知識と 現場経験が求めら れま す。 熟練職員の退職など

に伴って技術力が低下する こ と から 、 今後は組織と し て持続的に技術力を維持・ 向上でき

る 体制づく り が必要と なり ま す。

　 本町では、 日常業務を通じ たＯ Ｊ Ｔ （ 実務訓練） の充実や内部研修の実施に加え、 日本

水道協会など が実施する 外部研修への積極的な参加を推進し 、 水道技術・ 管理技能の習得

を図り ま す。

　 ま た、 維持管理に関する こ と のマニュ アル化や、 退職職員などの知見を活用し た技術指

導を行う こ と で、 次世代への技術伝承を確実なも のと し ま す。 こ う し た人材育成の取り 組

みを通じ て、 効率的かつ安定し た経営を支える 組織体制の強化を進め、 安全で信頼さ れる

水道事業の運営を継続し ていき ま す。

②官民連携・ 広域化の検討

　 本町では、 平成２ ６ 年度よ り 上下水道料金徴収業務などを含む包括的外部委託を実施し

民間のノ ウ ハウ や柔軟な運営力を活かし た事業運営に取り 組んでき ま し た。 今後も 、 事業

運営の効率化やサービス 向上の観点から 、 業務の特性を踏ま えた民間活力の活用について、

引き 続き 検討を進めていき ま す。

　 ま た、 県が掲げる 「 滋賀県水道広域化推進プラ ン」 の方針に沿い、 近隣市町や県と の連

携のあり 方についても 研究・ 検討を重ねていき ま す。 特に、 人的支援体制の確保や事務・

技術面での共同研修、 資材の共同利用など、 将来的な広域連携の可能性を視野に入れつつ、

持続可能な運営体制の構築に向けた方向性を探っていき ま す。

　 こ う し た取り 組みを通じ て、 人口減少や職員の世代交代と いった課題にも 対応でき る 、

効率的かつ持続可能な水道事業運営体制の構築を目指し ま す。
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③Ｄ Ｘ 推進の取り 組み・ Ａ Ｉ 技術の活用

　 本町では、 水道管路情報シス テムを導入し 、 日常の維持管理に活用し ている ほか、 工事

の影響や漏水事故などが発生し た際に、 断水区域を把握でき る よ う 情報管理を行っていま

す。 ま た、 各管路の情報を入力する こ と で、 管種、 管径、 竣工年度などの情報を一元的に

管理し 、 今後の更新計画に役立てる など、 情報管理の高度化を図っていま す。

　 さ ら に、 DX技術を活用し た取り 組みと し て、 衛星画像を用いて水道管から の漏水を効率

的・ 高精度に検知する 調査手法があり 、 本町においても 令和８ 年度から 活用する 予定です。

　 今後も 引き 続き 、 人手不足などの課題に対応する ため、 業務の効率化につながる さ ま ざ

ま な技術について情報収集に努め、 積極的な導入・ 活用を図っていき ま す。

営業収支比率

（ ％）

経常収支比率

（ ％）

料金回収率

（ ％）

●中央監視装置

Ｃ １ ０ １

Ｃ １ ０ ２

Ｃ １ １ ３

R６ 実績値
今回計画

R １ ７ 目標値
望ま し い

方向

9 1 .9 5 9 0 以上 ↑

1 0 4 .0 4 ↑

9 2 .1 5 1 0 0 以上 ↑

【 「 持続」 における 業務指標の目標値】

番号 業務指標名

1 0 0 以上
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４ .　 サービ ス

＜サービス で支える 住民と の協働＞

　 水道事業を将来にわたって持続さ せていく ためには、 町民と の信頼関係を築き 、 事業運

営への理解と 協力を得る こ と が欠かせま せん。

　 水道は、 日常の生活を支える 基盤である と と も に、 老朽化対策や料金制度の見直し 、 災

害時の対応など、 町民生活に密接に関わる 多様な課題を抱えていま す。

　 こ う し た課題に対し 、 行政から のわかり やすく 丁寧な情報提供、 利用者一人ひと り に寄

り 添った迅速な対応、 そし て地域と と も に課題を解決し ていく こ と が必要です。

　 そのため本町では、 町民と 行政が同じ 方向を向き ながら 、 水道の未来をと も に支える 取

組みを進めていき ま す。

【 施策目標】

　 　 ・ 情報提供の充実

　 ・ 丁寧で迅速な対応

　 　 ・ 協働の推進

　 水道事業の現状や水質情報、 工事情報、 料金制度など 、 町民の関心が高い情報を分かり

やすく 発信でき る よ う 、 広報紙やホームページ、 し る みる 竜王など多様な媒体を活用し ま

す。

　 断水や工事の予定など 、 生活に影響のある 情報については、 事前案内や進捗状況の共有

を丁寧に行い、 町民が不安なく 水道を利用でき る 環境を整えま す。

　 ま た、 検査結果や経営状況などの透明性を高める 情報公開にも 取り 組み、 事業への理解

促進を図り ま す。

　 漏水や断水、 水質、 料金に関する 相談など 、 町民の方から 寄せら れる 声にこ れま で以上

に丁寧かつ早く 対応でき る よ う 体制の見直し を進めま す。

　 竜王町上下水道料金お客様センタ ーと も 協力し 高齢者や子育て世帯など、 どなたでも 相

談し やすい窓口づく り を心がける と と も に、 緊急時には状況を早く 把握し 、 必要な情報を

でき る だけ早く お伝えでき る よ う 努めま す。

　 ま た、 各種申請や手続き についても 、 町民の利便性向上の観点から 、 申請方法の簡素化

や、 イ ンタ ーネッ ト を活用し た申請手続き の導入について検討を進め、 時間や場所にと ら 　

われず利用でき る 環境づく り をめざし ま す。

　 こ のよ う な取組を通し て、 身近で利用し やすい水道サービス を目指し ま す。
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　 水道施設の更新や災害対策など、 町民生活に関わる 取り 組みを進める にあたり 、 地域の

意見をでき る 限り 伺いながら 進めていく こ と を大切にし ま す。

　 自治会など と も 連携し 、 漏水の早期発見や節水の呼びかけなど、 日頃の維持管理にも 協

力いただける よ う な仕組みづく り を進めま す。 　

　 ま た、 必要に応じ て説明会や意見交換の場を設け、 事業内容を理解し ていただける 機会

を増やし ていき ま す。

　 こ う し た取組を通し て、 安心し て利用でき る 水道を地域と と も につく っていき ま す。

項目

「 上下水道の整備」 の満足度

（ ％）

【 「 サービ ス 」 における 目標値】

R1 R７
今回計画

R１ ７ 目標値

6 1 .7 6 4 .1 6 5 .0 以上
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１ .　 投資・ 財政計画について

　 投資・ 財政計画では、 経営方針に基づく 施策を反映さ せ、 投資に関する 試算と と も に、

それ以外の経費も 考慮し ながら 、 収益的収支と 資本的収支の将来の見込みを算出し ま す。

※１ …他会計負担金・ 町補助金

※２ …減価償却費＋資産減耗費－（ 長期前受金戻入＋除却分長期前受金収益）

料金収入

長期前受金戻入

減価償却費

受水費

維持管理費

補填財源

企業債

企業債償還金

建設改良費

支払利息

その他

その他

減債積立金

建設改良積立金

その他

補
填
財
源

　 第7 章　 投資・ 財政計画

収 益 的 収 支 資 本 的 収 支

収入 収入 支出

他会計負担金

補助金

工事負担金

純利益

損益勘定留保資金（ ※２ ）

支出

繰入金（ ※１ ）
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2 .　 投資・ 財政計画の設定条件

　 投資・ 財政計画における 推計の設定条件は以下のと おり です。

(１ )収益的収支

(２ )資本的収支

資
本
的
支
出

企業債償還金
・ 既存施設： 償還計画に基づき 計上
・ 新規施設： ５ 年据置、 ２ ５ 年償還と し て推計

その他 ・ 令和６ 年度実績値を 基に推計

建設改良費
・ 令和７ 年度～令和８ 年度： 基幹管路更新費＝約１ ～２ 億円
・ 令和９ 年度以降： 竜王ラ イ ン更新費＋基幹管路更新費＝３ 億円

他会計負担金 ・ 計上し ない

国県補助金 ・ 更新事業費の２ ０ ％を 計上

工事負担金 ・ 令和６ 年度実績値を 基に推計

資
本
的
収
入

営
業
外
費
用

支払利息
・ 既存施設： 既存企業債の償還額に基づき 計上
・ 新規施設： 利率１ ． ５ ％と し て推計

その他 ・ 雑支出などについて令和６ 年度実績値を 基に推計

特別利益 ・ 令和６ 年度実績値を 基に推計

特別損失 ・ 令和６ 年度実績値を 基に推計

項目 設定条件

企業債 ・ （ 更新事業費－国県補助金） ×８ ０ ％

項目 設定条件

料金収入 ・ 人口の予測によ る 水量の減少を 考慮し て推計

受託工事収益

営
業
費
用

職員給与費 ・ 人口予測及び給与改定など によ る 上昇率を 考慮し て推計

経費 ・ 人口予測及び物価高騰によ る 上昇率を 考慮し て推計

受水費 ・ 水量予測及び受水費単価の上昇を考慮し て推計

減価償却費
・ 既存資産及び投資計画に基づく 新規取得見込みの資産の耐用年
数に基づく 減価償却費額

その他

・ 令和６ 年度実績値を 基に推計

その他 ・ 令和６ 年度実績値を 基に推計

営
業
収
益
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・ 基準内繰入金は、 令和６ 年度実績値を 基に推計
・ 基準外繰入金は、 過年度の実績値を 考慮し 一定量を 計上

補助金

長期前受金戻入
・ 国庫補助金など によ り 取得し た既存資産及び投資計画に基づく
新規取得資産の収益化分

・ 令和６ 年度実績値を 基に推計

営
業
外
収
益
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3 .　 投資計画

　 計画期間内における 投資計画は、 以下に示すと おり です。

　 投資額には、 建設改良費と し て「 改良事業費」 と 「 固定資産購入費」 が含ま れま す。

　 改良事業費については、 令和７ 年度およ び令和８ 年度では、 主に基幹管路更新費用と し

て約２ ～２ .６ 億円を見込み計上し ていま す。 その後、 令和９ 年度以降は管路更新費用に加

え、 滋賀県企業庁と 合同で実施予定の竜王ラ イ ン更新工事費を合わせ、 年間で概ね３ 億円

を見込んでいま す。

　 一方、 固定資産購入費には主に量水器など の機器類の費用が含ま れており 、 令和６ 年度

決算値を基準と し て、 物価上昇分を踏ま えた毎年度１ ． １ １ ％の増加を見込んで計上し て

いま す。

(単位： 千円)

減価償却費 1 3 5 ,3 9 2 1 4 4 ,0 6 3 1 5 3 ,5 4 3 1 6 3 ,1 8 0 1 7 0 ,6 9 0 1 ,4 0 0 ,6 5 7

長期前受金戻入 3 4 ,4 5 6 3 6 ,0 9 7 3 7 ,9 3 6 3 9 ,8 0 9 4 1 ,8 0 1 3 5 8 ,2 4 4

改良事業費 3 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 3 ,1 5 5 ,3 1 0

固定資産購入費 2 6 0 2 6 3 2 6 6 2 6 9 2 7 2 2 ,8 2 7

事業区分 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7 合計

建設改良費 3 0 0 ,2 6 0 3 0 0 ,2 6 3 3 0 0 ,2 6 6 3 0 0 ,2 6 9 3 0 0 ,2 7 2 3 ,1 5 8 ,1 3 7

減価償却費 8 7 ,5 3 3 9 2 ,5 4 3 1 0 1 ,0 6 0 1 1 0 ,2 5 8 1 1 6 ,8 7 5 1 2 5 ,5 2 0

長期前受金戻入 2 4 ,8 0 7 2 4 ,9 9 1 2 6 ,7 2 1 2 8 ,5 9 5 3 0 ,5 5 6 3 2 ,4 7 5

改良事業費 1 9 2 ,4 0 0 2 6 2 ,9 1 0 3 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0

固定資産購入費 2 4 2 2 4 5 2 4 8 2 5 1 2 5 4 2 5 7

事業区分 R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2

建設改良費 1 9 2 ,6 4 2 2 6 3 ,1 5 5 3 0 0 ,2 4 8 3 0 0 ,2 5 1 3 0 0 ,2 5 4 3 0 0 ,2 5 7

　 第7 章　 投資・ 財政計画

1 9 2 ,6 4 2  

2 6 3 ,1 5 5  

3 0 0 ,2 4 8  
3 0 0 ,2 5 1  

3 0 0 ,2 5 4  
3 0 0 ,2 5 7  

3 0 0 ,2 6 0  
3 0 0 ,2 6 3  

3 0 0 ,2 6 6  
3 0 0 ,2 6 9  

3 0 0 ,2 7 2  

8 7 ,5 3 3  9 2 ,5 4 3  1 0 1 ,0 6 0  
1 1 0 ,2 5 8  1 1 6 ,8 7 5  

1 2 5 ,5 2 0  
1 3 5 ,3 9 2  

1 4 4 ,0 6 3  
1 5 3 ,5 4 3  

1 6 3 ,1 8 0  1 7 0 ,6 9 0  

2 4 ,8 0 7  2 4 ,9 9 1  2 6 ,7 2 1  2 8 ,5 9 5  3 0 ,5 5 6  3 2 ,4 7 5  3 4 ,4 5 6  3 6 ,0 9 7  3 7 ,9 3 6  3 9 ,8 0 9  4 1 ,8 0 1  
0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

建設改良費 減価償却費 長期前受金戻入

年度

単位： 千円
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4 .　 財政計画

　 現行料金体系を維持し た場合の計画期間内における 財政計画は、 以下に示すと おり です。

（ 単位： 百万円）

※収益的収支は消費税抜き 、 資本的収支は消費税込み（ 消費税率1 0 ％）

1 4 8

3 3 3 2

企業債残高 1 ,7 1 4 1 ,8 3 2 1 ,9 7 1 2 ,1 0 8

建設改良積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 ,3 6 7 2 ,4 8 8 2 ,6 0 3 2 ,7 1 1 2 ,8 1 1 2 ,9 0 4

3 02 8 2 8 2 8その他 1 9 2 5 2 8 3 3 3 3

2 ,2 4 4

9 3 1 0 1 1 0 8 1 1 57 4 7 6 7 7 9 0 9 0

差引不足額 ▲ 7 9 ▲ 9 3 ▲ 1 0 2 ▲ 1 0 4 ▲ 1 0 5 ▲ 1 1 8 ▲ 1 2 0

損益勘定留保資金 6 0 6 8

1 3 3 1 4 1補填財源 7 9 9 3 1 0 2 1 0 4 1 0 5 1 1 8 1 2 0

▲ 1 2 6

小計 2 4 0 3 1 4 3 5 4 3 5 6 3 5 7 3 7 0 3 7 2 3 7 8

1 2 6

3 8 5 3 9 3 4 0 0

4 7 5 0 5 3 5 5 5 6 6 9企業債償還金

▲ 1 3 3 ▲ 1 4 1 ▲ 1 4 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 7 7 8 4 9 2 9 9

3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

建設改良費 1 9 3 2 6 4 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1

1 9 2 2 6 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0改良事業費

固定資産購入費

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

小計 1 6 1 2 2 1 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2

3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1

他会計負担金 0

0

0

国県補助金 3 8 5 3 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0

工事負担金 0 0 0 0 0 0 0

▲ 1 6 ▲ 4 0 ▲ 5 0 ▲ 6 3 ▲ 7 6 ▲ 8 9 ▲ 1 0 0 ▲ 1 1 2 ▲ 1 2 4 ▲ 1 3 4

小計 3 2 9 3 3 9

資
本
的
収
入

企業債 1 2 3 1 6 8 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2

3 6 2

純利益 ▲ 1

3 7 1 3 8 0 3 9 0

支払利息 1 4 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2

0 0 0特別損失 0 0 0 0 0 0 0

0 00

受水費 1 3 8 1 3 6 1 4 7 1 4 5 1 4 4 1 4 2 1 4 1 1 3 9 1 3 7 1 3 5 1 3 3

減価償却費 8 8

0

3 4 3 6 3 8

その他 0 0 0 0 0 0 0 0

職員給与費 2 6 2 6 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8

経費 6 3 6 4 6 5 6 5 6 6 6 7 6 8 6 8

2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6

3 1 0 3 0 8 3 0 7

収
益
的
支
出

営業費用 3 1 5 3 1 9 3 4 0 3 4 7 3 5 4 3 6 2 3 7 1 3 7 9 3 8 8 3 9 6 4 0 3

6 9 7 0 7 1

1 4 4 1 5 4 1 6 3 1 7 1

小計 3 2 8 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 1 7 3 1 4 3 1 2 3 1 1

2 2 2 2

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補助金 3 0 3 0 3 0 2 9 2 6 2 5 2 4

長期前受金戻入 2 5 2 5 2 7 2 9 3 1

2 2 2 2 2 2

営業外収益 5 7 5 7 5 9 6 0 5 9 5 9 6 0

2

6 2

その他 3 3 3 3 3 3 3 3

料金収入 2 6 8 2 6 3 2 6 0 2 5 8 2 5 5 2 5 2 2 4 9 2 4 6 2 4 3 2 3 9 2 3 6

受託工事収益 0 0 0 0

3 3 3

6 4 6 6 6 8

2 4 2 4

0

3 2 3 4

R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

収
益
的
収
支

収
益
的
収
入

営業収益 2 7 1 2 6 6 2 6 3 2 6 1 2 5 8 2 5 5 2 5 2 2 4 9 2 4 6 2 4 2 2 3 9

0 0 0

その他

3 8 4 0 4 2

2 4 2 4

3 6
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0 0 0

0 0 0

1 0 1 1 1 0 1 1 79 3

資
本
的
支
出

資
本
的
収
支

その他 0 0

4 0 1 4 1 1 4 2 2 4 3 2 4 4 1

0 0 0 0 0

1 2 6 1 3 5

営業外費用 1 4 2 0 2 2 2 4 3 8

0
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(１ )収益的収支

　 収入については、 有収水量の減少に伴い、 料金収入が徐々に減少し 、 全体の収入も 減少

する 見込みです。 全体の収入は、 １ ０ 年間で約２ ． ２ 千万円の減少が予想さ れま す。

　 支出については、 令和９ 年度に受水費単価の引上げが見込ま れその改定率を反映し てい

ま す。 ま た、 期間中の投資額増加に伴い、 減価償却費およ び企業債の支払利息は１ ０ 年間

でおよ そ２ ． ６ 倍に拡大する 見込みです。 こ れら の影響によ り 、 全体の支出は今後１ ０ 年

間で約１ 億円増加する と 見込ま れま す。

　 収入の減少と 支出の大幅な増加によ り 赤字経営と なる 見通し であり 、 １ ０ 年後には純損

失が１ 億円を上回る と 見込ま れ、 今後の安定的な財源確保のため、 料金水準の見直し を検

討する 必要があり ま す。 （ シミ ュ レ ーショ ン結果　 表４ .１ ）

　 第7 章　 投資・ 財政計画

【  収益的収入の見通し  】

【  収益的支出の見通し  】

【  収益的収支と 純損益の見通し  】

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

料金収入 補助金 長期前受金戻入 その他

年度

単位： 千円

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

5 0 0 ,0 0 0

R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

職員給与費 経費 受水費 減価償却費 支払利息 その他

年度

単位： 千円

-2 0 0 ,0 0 0

-1 0 0 ,0 0 0

0

1 0 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

5 0 0 ,0 0 0

R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

収益的収入 収益的支出 純損益

年度

単位： 千円
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(２ )資本的収支

　 収入については、 建設改良費の増加に伴い、 企業債の借入や補助金が増加する 見込みで

す。 全体の収入は、 １ ０ 年間で約９ 千万円の増加が予想さ れま す。

　 支出については、 令和９ 年度よ り 実施予定と し ている 竜王ラ イ ン更新工事によ り 、 建設

改良費が増加する 見込みです。 ま た、 企業債の借入に伴い、 企業債償還金も 増加する 見込

みです。 全体の支出は、 １ ０ 年間で約１ ． ６ 億円の増加が見込ま れま す。

　 建設改良費の大幅な増加に伴い、 企業債の借入や補助金も 増加を見込んでいる ため、 不

足額は支出額ほどの大き な変化はなく 、 １ ０ 年後には約１ ． ５ 億円になる 見込みです。

（ シミ ュ レ ーショ ン結果　 表４ .２ ）

　 第7 章　 投資・ 財政計画

【  資本的収支と 差引不足額の見通し  】

【  資本的収入の見通し  】

【  資本的支出の見通し  】

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

企業債 国県補助金

年度

単位： 千円

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

4 5 0 ,0 0 0

R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

建設改良費 企業債償還金

年度

単位： 千円

0

1 0 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

5 0 0 ,0 0 0

R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

資本的収入 資本的支出 差引不足額

年度

単位： 千円
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(３ )企業債残高

　 企業債発行額については、 令和７ 年度から 令和９ 年度にかけて約１ ． ９ 億円へと 増加し

ていき 、 その後は横ばいで推移する 見通し です。 企業債残高は令和７ 年度の約１ ７ 億円か

ら 令和１ ７ 年度には約２ ９ 億円ま で増加する 見込みです。 ま た、 元金償還額は令和７ 年度

の約４ ． ７ 千万円から 令和１ ７ 年度には約９ ． ９ 千万円ま で増加し ており 、 特に令和１ ２

年度以降の増加が顕著と なっていま す。

　 こ の背景には、 施設の改築・ 更新のほかに重要管路である 竜王ラ イ ン更新工事が予定さ

れている こ と があり ま す。 こ れら の投資に伴い企業債の発行額が増加し 、 償還負担も 今後

さ ら に増加する 見込みです。 償還計画は５ 年据置２ ５ 年償還で計画し ている ため、 竜王ラ

イ ン更新工事に関わる 償還額はま だ本格的に表れていま せんが、 将来的には財政負担が一

層重く なる こ と が予想さ れま す。

　 こ う し た状況は、 収益的収支にも 影響を与えていま す。 投資額と 企業債発行額の増加に

伴い、 減価償却費と 支払利息が増加し ており 、 こ れが収益的収支を圧迫し ていま す。 水道

事業は本来、 料金収入で運営費などを賄う 必要があり ま すが、 費用の増加によ り 収益構造

が厳し く なり 、 料金水準の見直し が避けら れない状況になり つつあり ま す。

(４ )業務指標

経常収支比率 ％ 1 0 0 ％以上8 0 .5

【  企業債残高などの推移 】

計画期間
内容

料金収入などの収益で
処理費用を賄っている 割合

流動比率 ％ 1 0 0 ％以上

R6

料金収入で回収すべき 経費の
料金収入回収割合

年間有収水量１ ㎥当たり に

係る 費用

流動負債に対する
流動資産の割合

料金回収率 ％ 1 0 0 ％以上

現状

1 0 4 .0

9 2 .2

2 0 5 .1

8 5 2 .4

R1 2
指標名 単位 望ま し い方向

6 1 0 .5
料金収入に対する
企業債残高の割合

7 0 .4

2 6 8 .5

5 2 8 .0

9 3 9 .1

R1 7

6 9 .5

5 9 .2

3 1 9 .3

3 2 9 .3

1 2 3 0 .2
企業債残高対
給水収益比率

％ ↓

　 第7 章　 投資・ 財政計画

給水原価 円/㎥ ↓

0

1 ,0 0 0 ,0 0 0

2 ,0 0 0 ,0 0 0

3 ,0 0 0 ,0 0 0

4 ,0 0 0 ,0 0 0

5 ,0 0 0 ,0 0 0

0

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

R7 R8 R9 R1 0 R1 1 R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

企業債発行額 元金償還額 企業債残高

年度

単位： 千円
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表４ .１ ＜収益的収支＞

　 第7 章　 投資・ 財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
収

益
的

収
支

)　
税

抜
（
単

位
：
千

円
，
％

）

年
　
　
　
　
　
　
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度

区
　
　
　
　
　
　

分
（

決
算

）
（

本
年

度
）

１
．

(A
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

2
6
0
,1

7
9

2
5
7
,3

8
1

2
5
4
,6

0
8

2
5
1
,4

1
4

2
4
8
,2

2
0

2
4
5
,0

2
6

2
4
1
,8

3
2

2
3
8
,6

3
9

(1
)

2
6
8
,2

3
4

2
6
8
,3

6
4

2
6
3
,2

6
2

2
6
0
,4

6
5

2
5
7
,6

6
7

2
5
4
,8

6
9

2
5
2
,0

9
6

2
4
8
,9

0
2

2
4
5
,7

0
8

2
4
2
,5

1
4

2
3
9
,3

2
0

2
3
6
,1

2
7

(2
)

(B
)

(3
)

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

２
．

4
9
,2

4
9

5
7
,3

8
2

5
7
,5

6
6

5
8
,9

6
5

5
9
,8

5
4

5
9
,3

4
4

5
9
,8

1
5

6
0
,3

4
8

6
1
,9

8
9

6
3
,8

2
8

6
5
,7

0
1

6
7
,6

9
3

(1
)

3
0
,2

1
6

3
0
,2

7
7

3
0
,2

7
7

2
9
,9

4
6

2
8
,9

6
1

2
6
,4

9
0

2
5
,0

4
2

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

3
0
,2

1
6

3
0
,2

7
7

3
0
,2

7
7

2
9
,9

4
6

2
8
,9

6
1

2
6
,4

9
0

2
5
,0

4
2

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

(2
)

1
6
,7

3
5

2
4
,8

0
7

2
4
,9

9
1

2
6
,7

2
1

2
8
,5

9
5

3
0
,5

5
6

3
2
,4

7
5

3
4
,4

5
6

3
6
,0

9
7

3
7
,9

3
6

3
9
,8

0
9

4
1
,8

0
1

(3
)

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

(C
)

3
1
9
,9

9
6

3
2
8
,2

5
7

3
2
3
,3

4
0

3
2
1
,9

4
2

3
2
0
,0

3
3

3
1
6
,7

2
5

3
1
4
,4

2
3

3
1
1
,7

6
2

3
1
0
,2

0
9

3
0
8
,8

5
4

3
0
7
,5

3
3

3
0
6
,3

3
2

１
．

2
9
4
,4

4
1

3
1
4
,7

2
5

3
1
9
,2

0
0

3
3
9
,3

3
3

3
4
7
,8

8
4

3
5
3
,8

6
4

3
6
1
,8

9
6

3
7
0
,9

2
7

3
7
8
,7

6
7

3
8
7
,4

2
6

3
9
6
,2

5
3

4
0
2
,9

6
3

(1
)

2
5
,9

0
7

2
6
,1

1
6

2
6
,3

2
8

2
6
,5

4
1

2
6
,7

5
6

2
6
,9

7
3

2
7
,1

9
2

2
7
,4

1
2

2
7
,6

3
4

2
7
,8

5
8

2
8
,0

8
4

2
8
,3

1
2

1
1
,2

2
4

1
1
,3

1
4

1
1
,4

0
6

1
1
,4

9
8

1
1
,5

9
1

1
1
,6

8
5

1
1
,7

8
0

1
1
,8

7
5

1
1
,9

7
1

1
2
,0

6
8

1
2
,1

6
6

1
2
,2

6
5

1
4
,6

8
3

1
4
,8

0
2

1
4
,9

2
2

1
5
,0

4
3

1
5
,1

6
5

1
5
,2

8
8

1
5
,4

1
2

1
5
,5

3
7

1
5
,6

6
3

1
5
,7

9
0

1
5
,9

1
8

1
6
,0

4
7

(2
)

2
0
1
,4

9
3

2
0
1
,0

7
6

2
0
0
,3

2
9

2
1
1
,7

3
2

2
1
0
,8

7
0

2
1
0
,0

1
6

2
0
9
,1

8
4

2
0
8
,1

2
3

2
0
7
,0

7
0

2
0
6
,0

2
5

2
0
4
,9

8
9

2
0
3
,9

6
1

1
,9

6
0

1
,9

8
2

2
,0

0
4

2
,0

2
6

2
,0

4
8

2
,0

7
1

2
,0

9
4

2
,1

1
7

2
,1

4
0

2
,1

6
4

2
,1

8
8

2
,2

1
2

4
,6

5
6

4
,7

0
8

4
,7

6
0

4
,8

1
3

4
,8

6
6

4
,9

2
0

4
,9

7
5

5
,0

3
0

5
,0

8
6

5
,1

4
2

5
,1

9
9

5
,2

5
7

6
4
1

6
4
8

6
5
5

6
6
2

6
7
0

6
7
7

6
8
5

6
9
2

7
0
0

7
0
8

7
1
5

7
2
3

1
9
4
,2

3
6

1
9
3
,7

3
8

1
9
2
,9

1
0

2
0
4
,2

3
1

2
0
3
,2

8
6

2
0
2
,3

4
8

2
0
1
,4

3
0

2
0
0
,2

8
4

1
9
9
,1

4
4

1
9
8
,0

1
1

1
9
6
,8

8
7

1
9
5
,7

6
9

(3
)

6
7
,0

4
2

8
7
,5

3
3

9
2
,5

4
3

1
0
1
,0

6
0

1
1
0
,2

5
8

1
1
6
,8

7
5

1
2
5
,5

2
0

1
3
5
,3

9
2

1
4
4
,0

6
3

1
5
3
,5

4
3

1
6
3
,1

8
0

1
7
0
,6

9
0

２
．

1
3
,3

7
3

1
4
,6

2
9

2
0
,2

7
1

2
2
,1

3
3

2
4
,3

3
9

2
6
,5

0
9

2
8
,6
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9

3
0
,6

1
7

3
2
,5

5
6

3
4
,3

6
9

3
6
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8
9

3
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,6

9
8

(1
)

1
3
,1

9
0

1
4
,4

4
6

2
0
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8
8

2
1
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0

2
4
,1

5
6

2
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,3

2
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8
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7
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3
0
,4

3
4

3
2
,3

7
3

3
4
,1

8
6

3
5
,9

0
6

3
7
,5

1
5

(2
)

1
8
3

1
8
3

1
8
3

1
8
3

1
8
3

1
8
3

1
8
3

1
8
3

1
8
3

1
8
3

1
8
3

1
8
3

(3
)

(D
)

3
0
7
,8

1
5

3
2
9
,3

5
4

3
3
9
,4

7
1

3
6
1
,4

6
6

3
7
2
,2

2
3

3
8
0
,3

7
3

3
9
0
,5

5
5

4
0
1
,5

4
4

4
1
1
,3

2
3

4
2
1
,7

9
5

4
3
2
,3

4
2

4
4
0
,6

6
1

(E
)

1
2
,1

8
1

△
 1

,0
9
6

△
 1

6
,1

3
1

△
 3

9
,5

2
4

△
 5

2
,1

9
0

△
 6

3
,6

4
8

△
 7

6
,1

3
2

△
 8

9
,7

8
2

△
 1

0
1
,1

1
4

△
 1

1
2
,9

4
1

△
 1

2
4
,8

0
9

△
 1

3
4
,3

2
9

(F
)

2
7
1

(G
)

(H
)

2
7
1

1
2
,4

5
2

△
 1

,0
9
6

△
 1

6
,1

3
1

△
 3

9
,5

2
4

△
 5

2
,1

9
0

△
 6

3
,6

4
8

△
 7

6
,1

3
2

△
 8

9
,7

8
2

△
 1

0
1
,1

1
4

△
 1

1
2
,9

4
1

△
 1

2
4
,8

0
9

△
 1

3
4
,3

2
9

(I
)

2
4
,1

4
5

2
3
,0

4
8

6
,9

1
7

△
 3

2
,6

0
7

△
 8

4
,7

9
7

△
 1

4
8
,4

4
5

△
 2

2
4
,5

7
7

△
 3

1
4
,3

5
9

△
 4

1
5
,4

7
3

△
 5

2
8
,4

1
4

△
 6

5
3
,2

2
4

△
 7

8
7
,5

5
3

(J
)

4
,1

0
2
,9

6
0

4
,1

0
4
,9

3
8

4
,0

2
6
,9

0
3

3
,9

8
4
,1

1
9

3
,9

4
1
,3

2
1

3
,8

9
8
,5

2
2

3
,8

5
6
,1

0
6

3
,8

0
7
,2

5
0

3
,7

5
8
,3

9
4

3
,7

0
9
,5

3
8

3
,6

6
0
,6

8
2

3
,6

1
1
,8

4
1

1
3
5
,1

6
6

1
3
5
,2

3
1

1
3
2
,6

6
0

1
3
1
,2

5
1

1
2
9
,8

4
1

1
2
8
,4

3
1

1
2
7
,0

3
4

1
2
5
,4

2
4

1
2
3
,8

1
5

1
2
2
,2

0
5

1
2
0
,5

9
6

1
1
8
,9

8
7

(K
)

4
8
1
,3

5
7

5
1
6
,2

3
6

5
4
8
,7

7
8

5
6
4
,2

9
7

5
7
5
,7

7
6

7
0
8
,6

4
6

7
3
0
,2

5
5

7
9
3
,6

4
9

8
6
7
,7

2
0

9
4
2
,8

8
2

1
,0

1
9
,2

0
9

1
,0

9
6
,6

6
0

4
6
,7

1
2

5
0
,0

9
7

5
3
,2

5
5

5
4
,7

6
1

5
5
,8

7
5

6
8
,7

6
9

7
0
,8

6
6

7
7
,0

1
8

8
4
,2

0
6

9
1
,5

0
0

9
8
,9

0
7

1
0
6
,4

2
3

4
3
2
,5

4
8

4
6
6
,1

3
9

4
9
5
,5

2
3

5
0
9
,5

3
6

5
1
9
,9

0
1

6
3
9
,8

7
7

6
5
9
,3

8
9

7
1
6
,6

3
1

7
8
3
,5

1
4

8
5
1
,3

8
2

9
2
0
,3

0
2

9
9
0
,2

3
7

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

2
6
0
,1

7
9

2
5
7
,3

8
1

2
5
4
,6

0
8

2
5
1
,4

1
4

2
4
8
,2

2
0

2
4
5
,0

2
6

2
4
1
,8

3
2

2
3
8
,6

3
9

(N
)

(O
)

(P
)

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N
）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

3
3
0

1
2

3
3

5
8

8
8

1
2
5

1
6
7

2
1
6

2
7
0

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

そ
の

他
経

費
動

力
費

修
繕

費

支
払

利
息

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

資
産

維
持

費

基
本

給

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

令
和

１
６
年

度
令

和
１
７
年

度
令

和
１
０
年

度
令

和
１
１
年

度
令

和
１
２
年

度
令

和
１
３
年

度

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

８
年

度

営
業

収
益

令
和

９
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
１
５
年

度

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

退
職

給
付

費
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表４ .２ ＜資本的収支＞

　 第7 章　 投資・ 財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
資

本
的

収
支

)　
税

込
（
単

位
：
千

円
）

年
　
　
　
　
　
　
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度

区
　
　
　
　
　
　

分
（

決
算

）
（

本
年

度
）

１
．

4
7
4
,0

0
0

1
2
3
,1

3
6

1
6
8
,2

6
2

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

２
．

３
．

４
．

1
,5

2
0

５
．

６
．

2
9
,6

6
6

3
8
,4

8
0

5
2
,5

8
2

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

７
．

８
．

９
．

(A
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

(B
)

(C
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

１
．

5
7
0
,1

6
1

1
9
2
,6

4
2

2
6
3
,1

5
5

3
0
0
,2

4
8

3
0
0
,2

5
1

3
0
0
,2

5
4

3
0
0
,2

5
7

3
0
0
,2

6
0

3
0
0
,2

6
3

3
0
0
,2

6
6

3
0
0
,2

6
9

3
0
0
,2

7
2

２
．

4
4
,2

4
1

4
6
,7

1
2

5
0
,0

9
7

5
3
,2

5
5

5
4
,7

6
1

5
5
,8

7
5

6
8
,7

6
9

7
0
,8

6
6

7
7
,0

1
8

8
4
,2

0
6

9
1
,5

0
0

9
8
,9

0
7

３
．

４
．

５
．

(D
)

6
1
4
,4

0
2

2
3
9
,3

5
4

3
1
3
,2

5
2

3
5
3
,5

0
3

3
5
5
,0

1
2

3
5
6
,1

2
9

3
6
9
,0

2
6

3
7
1
,1

2
6

3
7
7
,2

8
1

3
8
4
,4

7
2

3
9
1
,7

6
9

3
9
9
,1

7
9

(E
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

１
．

5
5
,7

4
3

6
0
,2

2
5

6
8
,4

8
5

7
4
,2

0
8

7
5
,7

1
6

7
6
,8

3
3

8
9
,7

3
0

9
1
,8

3
0

9
7
,9

8
4

1
0
5
,1

7
5

1
1
2
,4

7
2

1
1
9
,8

8
2

２
．

4
,4

9
7

３
．

４
．

4
8
,9

7
6

1
7
,5

1
3

2
3
,9

2
3

2
7
,2

9
5

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

(F
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

(E
)-

(F
)

(G
)

(H
)

1
,6

3
7
,5

0
7

1
,7

1
3
,9

3
1

1
,8

3
2
,0

9
6

1
,9

7
0
,8

4
1

2
,1

0
8
,0

8
0

2
,2

4
4
,2

0
5

2
,3

6
7
,4

3
6

2
,4

8
8
,5

7
0

2
,6

0
3
,5

5
2

2
,7

1
1
,3

4
6

2
,8

1
1
,8

4
6

2
,9

0
4
,9

3
9

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　
　
　
　
　
　
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度

区
　
　
　
　
　
　

分
（

決
算

）
（

本
年

度
）

3
2
,2

1
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
9
,2

4
0

2
9
,3

0
1

2
9
,3

0
1

2
8
,9

7
0

2
7
,9

8
5

2
5
,5

1
4

2
4
,0

6
6

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

1
,5

2
0

1
,5

2
0

3
3
,7

3
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

補
塡

財
源

不
足

額

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

補 塡 財 源

資 本 的 支 出

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

令
和

１
３
年

度
令

和
１
４
年

度
令

和
１

５
年

度
令

和
９
年

度
令

和
１
０
年

度
令

和
１
１
年

度
令

和
１
２
年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

(A
)-

(B
)

純
計

建
設

改
良

費

企
業

債
償

還
金

う
ち

職
員

給
与

費

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

合
計

令
和

１
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
１
７

年
度

令
和

１
５
年

度
令

和
１
６
年

度

収
益

的
収

支
分

資
本

的
収

支
分

令
和

９
年

度
令

和
１
０
年

度
令

和
１
１
年

度
令

和
１
２
年

度
令

和
１
３
年

度
令

和
１

４
年

度

令
和

１
６
年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

令
和

８
年

度
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5 .　 料金水準の適正化の検討

(１ )背景

　 本計画期間内では、 施設の改築や更新工事に伴い投資額の増加が見込ま れており 、 それ

に対応する ため企業債の発行額も 増える 状況があり ま す。 その結果、 償還負担に加えて支

払利息や減価償却費も 増加し 、 財務状況に影響が生じ る こ と が見込ま れま す。

　 一方で、 使用水量の減少によ る 料金収入の減少傾向が続いており 、 費用の増加と 収入の

減少が重なる こ と で、 将来的には資金繰り の余力が縮小し ていく おそれがあり ま す。 水道

事業は料金収入によ って運営費を賄う こ と が基本である ため、 現行の料金水準では十分な

収益を確保でき ない可能性があり ま す。

　 こ う し た状況を踏ま える と 、 将来にわたり 安定し た水道サービス を維持する ために、 料

金水準の適正化について検討する 必要があり ま す。 適正な料金設定によ り 、 更新投資や償

還負担に対応でき る 体制を整え、 持続可能な水道事業の運営につなげていく こ と が求めら

れま す。

(２ )検討の方法

　 本計画では、 料金水準の見直し 方法と し て、 一度の料金改定によ り 計画期間全体の黒字

化を図る 方法と 、 複数回の段階的な料金改定によ り 計画期間全体の黒字化を図る 方法の２

つを整理し ていま す。 それぞれ事業運営の安定性や受益者負担への影響が異なる ため、 複

数の観点から 比較検討を行いま す。

　 ま た、 将来の更新や修繕に備える 費用を確保する ため、 資産維持費を考慮し ま す。 資産

維持率を0 .5 ％と 1 .0 ％の２ 種類で設定し 、 こ れら を組み合わせた４ つのパタ ーンで試算を

行いま す。

※資産維持費： 将来の施設更新や修繕に備えて一定の余裕を持たせる ための費用

※資産維持率： 資産の償却未済額に対する 割合

　 一度の料金改定によ る 方法では、 初期に比較的大き な改定率を設定する 必要があり ま す

が、 改定回数が少ないこ と で将来の料金変動に対する 受益者の不安を軽減でき る 利点があ

り ま す。 一方、 段階的な料金改定を行う 方法は、 事業計画の変更や物価変動などの不確定

要素に柔軟に対応し やすく 、 急激な料金変動によ る 負担の偏り を避けら れる 点で有効です。

　 なおこ こ で示す試算は、 あく ま で検討に資する 参考値であり 、 具体的な料金水準や改定

時期などを決定する も のではあり ま せん。

　 今後は、 国の動向、 補助金の活用可能性、 受水費の変動、 更新費用の精査などを踏ま え、

必要な財源の確保方法について慎重に検討を進める 予定です。 料金の見直し は町民生活に

影響のある 事項である ため、 負担への配慮や丁寧な説明を行いながら 、 持続可能な経営の

実現を目指し ま す。
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検
 

討
 

種
 

別

改定パタ ーン 資産維持率

一度の料金改定で「 計画期間黒字」

0 .5 ％

1 .0 ％

①

②

段階的な料金改定で「 計画期間黒字」

0 .5 ％

1 .0 ％

③

④
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(３ )シミ ュ レ ーショ ン結果

①②一度の料金改定で「 計画期間黒字」 と し た場合

（ 単位： 千円、 ％）

資産維持費

当年度純利益

経常収支比率

料金回収率

資産維持費

当年度純利益

経常収支比率

料金回収率

③④段階的な料金改定で「 計画期間黒字」 と し た場合

（ 単位： 千円、 ％）

資産維持費

当年度純利益

経常収支比率

料金回収率

資産維持費

当年度純利益

経常収支比率

料金回収率

1 .0 %

1 0 6 .5 % 1 0 3 .1 %
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1 1 3 .9 % 1 1 0 .2 % 1 0 6 .5 % 1 0 0 .3 %

0 .5 %

②

③

0 .5 %

2 4 ,4 9 0

7 4 ,4 6 8 5 7 ,8 1 4 4 3 ,5 2 1 2 8 ,7 8 0 1 4 ,0 4 7

2 5 ,1 3 8

1 8 ,4 4 6 2 ,5 0 2 4 2 ,2 2 1 2 7 ,4 9 7 1 2 ,7 8 1 4 4 9

1 0 4 .5 % 1 0 0 .6 % 1 0 9 .7 % 1 0 6 .2 %

④

1 .0 %

9 7 .5 % 9 3 .7 % 1 0 4 .0 % 1 0 0 .2 % 9 6 .7 % 9 3 .7 %

【  段階的な料金改定によ る 純損益推計 】

9 7 .0 % 9 3 .3 % 1 0 3 .5 % 9 9 .8 % 9 6 .3 % 9 3 .4 %

4 2 ,9 3 1 4 4 ,5 8 0 4 6 ,1 4 2 4 7 ,6 0 9 4 8 ,9 8 0 5 0 ,2 7 6

1 9 ,6 5 7 2 ,6 0 0 4 5 ,1 5 1 2 9 ,3 5 6 1 3 ,6 1 6 2 9 8

1 0 4 .5 % 1 0 0 .6 % 1 0 9 .9 % 1 0 6 .3 %

3 9 ,3 5 0

1 0 2 .8 % 1 0 0 .1 %

料金改定

R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6 R1 7

2 1 ,4 6 6 2 2 ,2 9 0 2 3 ,0 7 1 2 3 ,8 0 5

1 0 2 .8 % 1 0 0 .1 %

1 1 2 .4 % 1 0 8 .1 % 1 0 4 .3 % 1 0 0 .5 % 9 6 .9 % 9 4 .0 %

4 8 ,9 8 0 5 0 ,2 7 6

7 9 ,6 8 0 6 1 ,8 6 3 4 6 ,4 5 1 3 0 ,6 3 9 1 4 ,8 8 2 1 ,5 4 7

R1 2 R1 3 R1 4 R1 5 R1 6

1 ,6 9 8

1 1 8 .1 % 1 1 3 .6 % 1 1 0 .0 %

1 1 1 .8 % 1 0 7 .6 % 1 0 3 .8 % 1 0 0 .1 % 9 6 .6 % 9 3 .7 %

4 2 ,9 3 1 4 4 ,5 8 0 4 6 ,1 4 2 4 7 ,6 0 9

2 1 ,4 6 6 2 2 ,2 9 0

R1 7

1 0 0 .4 %

1 1 8 .4 % 1 0 3 .1 %

2 5 ,1 3 82 3 ,0 7 1 2 3 ,8 0 5 2 4 ,4 9 0
①

1 2 6 .5 % 1 2 2 .4 %

1 1 9 .3 % 1 1 5 .8 %

3 9 ,3 5 0 4 1 ,1 8 4

1 1 1 ,5 9 4 9 6 ,0 9 7

1 2 7 .1 % 1 2 2 .8 %

R1 4 ： 1 5 ％

R1 0 ： 5 5 ％

R1 4 ： 1 5 ％

1 2 0 .3 % 1 1 6 .6 %

R1 0 ： 7 9 ％

R1 0 ： 6 8 ％

項目料金改定率資産維持率
料金改定

R1 1R1 0

1 9 ,6 7 5 2 0 ,5 9 2

4 6 ,7 4 3 3 3 ,0 8 1

1 1 1 .9 % 1 0 8 .3 %

1 0 3 .6 % 1 0 0 .5 %

4 1 ,1 8 4

5 0 ,2 4 5 3 5 ,4 1 4

1 1 2 .2 % 1 0 8 .4 %

1 0 4 .3 % 1 0 1 .1 %

R1 0 ： 4 6 ％

【  一度の料金改定によ る 純損益推計 】

項目料金改定率資産維持率
料金改定

R1 1R1 0

2 0 ,5 9 21 9 ,6 7 5

1 0 4 ,0 0 3 8 9 ,7 1 8
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①一度の料金改定で「 計画期間黒字」 と し た場合　 資産維持率0 .5 ％　 ＜収益的収支＞
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,9

3
8

4
,0

2
6
,9

0
3

3
,9

8
4
,1

1
9

6
,6

3
1
,4

2
9

6
,5

5
9
,4

1
5

6
,4

8
8
,0

5
8

6
,4

0
5
,8

5
6

6
,3

2
3
,6

5
5

6
,2

4
1
,4

5
3

6
,1

5
9
,2

5
1

6
,0

7
7
,0

5
0

1
3
5
,1

6
6

1
3
5
,2

3
1

1
3
2
,6

6
0

1
3
1
,2

5
1

2
1
8
,4

6
3

2
1
6
,0

9
0

2
1
3
,7

3
9

2
1
1
,0

3
1

2
0
8
,3

2
3

2
0
5
,6

1
5

2
0
2
,9

0
7

2
0
0
,1

9
9

(K
)

4
8
1
,3

5
7

5
1
6
,2

3
6

5
4
8
,7

7
8

5
6
4
,2

9
7

5
7
5
,7

7
6

7
0
8
,6

4
6

7
3
0
,2

5
5

7
9
3
,6

4
9

8
6
7
,7

2
0

9
4
2
,8

8
2

1
,0

1
9
,2

0
9

1
,0

9
6
,6

6
0

4
6
,7

1
2

5
0
,0

9
7

5
3
,2

5
5

5
4
,7

6
1

5
5
,8

7
5

6
8
,7

6
9

7
0
,8

6
6

7
7
,0

1
8

8
4
,2

0
6

9
1
,5

0
0

9
8
,9

0
7

1
0
6
,4

2
3

4
3
2
,5

4
8

4
6
6
,1

3
9

4
9
5
,5

2
3

5
0
9
,5

3
6

5
1
9
,9

0
1

6
3
9
,8

7
7

6
5
9
,3

8
9

7
1
6
,6

3
1

7
8
3
,5

1
4

8
5
1
,3

8
2

9
2
0
,3

0
2

9
9
0
,2

3
7

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

4
3
6
,0

4
7

4
3
1
,3

3
9

4
2
6
,6

7
4

4
2
1
,3

0
0

4
1
5
,9

2
6

4
1
0
,5

5
2

4
0
5
,1

7
8

3
9
9
,8

0
4

(N
)

(O
)

(P
)

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N
）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

1
2

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

そ
の

他
経

費
動

力
費

修
繕

費

支
払

利
息

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

資
産

維
持

費

基
本

給

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

令
和

１
６
年

度
令

和
１
７
年

度
令

和
１
０
年

度
令

和
１
１
年

度
令

和
１
２
年

度
令

和
１
３
年

度

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

８
年

度

営
業

収
益

令
和

９
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
１
５
年

度

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

退
職

給
付

費
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①一度の料金改定で「 計画期間黒字」 と し た場合　 資産維持率0 .5 ％　 ＜資本的収支＞

　 第7 章　 投資・ 財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
資

本
的

収
支

)　
税

込
（
単

位
：
千

円
）

年
　
　
　
　
　
　
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度

区
　
　
　
　
　
　

分
（

決
算

）
（

本
年

度
）

１
．

4
7
4
,0

0
0

1
2
3
,1

3
6

1
6
8
,2

6
2

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

２
．

３
．

４
．

1
,5

2
0

５
．

６
．

2
9
,6

6
6

3
8
,4

8
0

5
2
,5

8
2

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

７
．

８
．

９
．

(A
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

(B
)

(C
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

１
．

5
7
0
,1

6
1

1
9
2
,6

4
2

2
6
3
,1

5
5

3
0
0
,2

4
8

3
0
0
,2

5
1

3
0
0
,2

5
4

3
0
0
,2

5
7

3
0
0
,2

6
0

3
0
0
,2

6
3

3
0
0
,2

6
6

3
0
0
,2

6
9

3
0
0
,2

7
2

２
．

4
4
,2

4
1

4
6
,7

1
2

5
0
,0

9
7

5
3
,2

5
5

5
4
,7

6
1

5
5
,8

7
5

6
8
,7

6
9

7
0
,8

6
6

7
7
,0

1
8

8
4
,2

0
6

9
1
,5

0
0

9
8
,9

0
7

３
．

４
．

５
．

(D
)

6
1
4
,4

0
2

2
3
9
,3

5
4

3
1
3
,2

5
2

3
5
3
,5

0
3

3
5
5
,0

1
2

3
5
6
,1

2
9

3
6
9
,0

2
6

3
7
1
,1

2
6

3
7
7
,2

8
1

3
8
4
,4

7
2

3
9
1
,7

6
9

3
9
9
,1

7
9

(E
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

１
．

5
5
,7

4
3

6
0
,2

2
5

6
8
,4

8
5

7
4
,2

0
8

7
5
,7

1
6

7
6
,8

3
3

8
9
,7

3
0

9
1
,8

3
0

9
7
,9

8
4

1
0
5
,1

7
5

1
1
2
,4

7
2

1
1
9
,8

8
2

２
．

4
,4

9
7

３
．

４
．

4
8
,9

7
6

1
7
,5

1
3

2
3
,9

2
3

2
7
,2

9
5

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

(F
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

(E
)-

(F
)

(G
)

(H
)

1
,6

3
7
,5

0
7

1
,7

1
3
,9

3
1

1
,8

3
2
,0

9
6

1
,9

7
0
,8

4
1

2
,1

0
8
,0

8
0

2
,2

4
4
,2

0
5

2
,3

6
7
,4

3
6

2
,4

8
8
,5

7
0

2
,6

0
3
,5

5
2

2
,7

1
1
,3

4
6

2
,8

1
1
,8

4
6

2
,9

0
4
,9

3
9

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　
　
　
　
　
　
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度

区
　
　
　
　
　
　

分
（

決
算

）
（

本
年

度
）

3
2
,2

1
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
9
,2

4
0

2
9
,3

0
1

2
9
,3

0
1

2
8
,9

7
0

2
7
,9

8
5

2
5
,5

1
4

2
4
,0

6
6

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

1
,5

2
0

1
,5

2
0

3
3
,7

3
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

補
塡

財
源

不
足

額

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

補 塡 財 源

資 本 的 支 出

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

令
和

１
３
年

度
令

和
１
４
年

度
令

和
１

５
年

度
令

和
９
年

度
令

和
１
０
年

度
令

和
１
１
年

度
令

和
１
２
年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

(A
)-

(B
)

純
計

建
設

改
良

費

企
業

債
償

還
金

う
ち

職
員

給
与

費

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

合
計

令
和

１
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
１
７

年
度

令
和

１
５
年

度
令

和
１
６
年

度

収
益

的
収

支
分

資
本

的
収

支
分

令
和

９
年

度
令

和
１
０
年

度
令

和
１
１
年

度
令

和
１
２
年

度
令

和
１
３
年

度
令

和
１

４
年

度

令
和

１
６
年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

令
和

８
年

度
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②一度の料金改定で「 計画期間黒字」 と し た場合　 資産維持率1 .0 ％　 ＜収益的収支＞

　 第7 章　 投資・ 財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
収

益
的

収
支

)　
税

抜
（
単

位
：
千

円
，
％

）

年
　
　
　
　
　
　
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度

区
　
　
　
　
　
　

分
（

決
算

）
（

本
年

度
）

１
．

(A
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

4
6
3
,3

1
3

4
5
8
,3

1
0

4
5
3
,3

5
1

4
4
7
,6

3
9

4
4
1
,9

2
7

4
3
6
,2

1
5

4
3
0
,5

0
3

4
2
4
,7

9
1

(1
)

2
6
8
,2

3
4

2
6
8
,3

6
4

2
6
3
,2

6
2

2
6
0
,4

6
5

4
6
0
,8

0
1

4
5
5
,7

9
8

4
5
0
,8

3
9

4
4
5
,1

2
7

4
3
9
,4

1
5

4
3
3
,7

0
3

4
2
7
,9

9
1

4
2
2
,2

7
9

(2
)

(B
)

(3
)

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

２
．

4
9
,2

4
9

5
7
,3

8
2

5
7
,5

6
6

5
8
,9

6
5

5
9
,8

5
4

5
9
,3

4
4

5
9
,8

1
5

6
0
,3

4
8

6
1
,9

8
9

6
3
,8

2
8

6
5
,7

0
1

6
7
,6

9
3

(1
)

3
0
,2

1
6

3
0
,2

7
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　 第7 章　 投資・ 財政計画
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　 第7 章　 投資・ 財政計画
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4
3
2
,5

4
8

4
6
6
,1

3
9

4
9
5
,5

2
3

5
0
9
,5

3
6

5
1
9
,9

0
1

6
3
9
,8

7
7

6
5
9
,3

8
9

7
1
6
,6

3
1

7
8
3
,5

1
4

8
5
1
,3

8
2

9
2
0
,3

0
2

9
9
0
,2

3
7

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

3
7
8
,7

8
7

3
7
4
,7

0
2

3
7
0
,6

5
2

3
6
5
,9

8
8

4
1
4
,6

2
6

4
0
9
,2

6
9

4
0
3
,9

1
2

3
9
8
,5

5
5

(N
)

(O
)

(P
)

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N
）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

1
2

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

そ
の

他
経

費
動

力
費

修
繕

費

支
払

利
息

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

資
産

維
持

費

基
本

給

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

令
和

１
６
年

度
令

和
１
７
年

度
令

和
１
０
年

度
令

和
１
１
年

度
令

和
１
２
年

度
令

和
１
３
年

度

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

８
年

度

営
業

収
益

令
和

９
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
１
５
年

度

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

退
職

給
付

費
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③段階的な料金改定で「 計画期間黒字」 と し た場合　 資産維持率0 .5 ％　 ＜資本的収支＞

　 第7 章　 投資・ 財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
資

本
的

収
支

)　
税

込
（
単

位
：
千

円
）

年
　
　
　
　
　
　
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度

区
　
　
　
　
　
　

分
（

決
算

）
（

本
年

度
）

１
．

4
7
4
,0

0
0

1
2
3
,1

3
6

1
6
8
,2

6
2

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

２
．

３
．

４
．

1
,5

2
0

５
．

６
．

2
9
,6

6
6

3
8
,4

8
0

5
2
,5

8
2

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

７
．

８
．

９
．

(A
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

(B
)

(C
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

１
．

5
7
0
,1

6
1

1
9
2
,6

4
2

2
6
3
,1

5
5

3
0
0
,2

4
8

3
0
0
,2

5
1

3
0
0
,2

5
4

3
0
0
,2

5
7

3
0
0
,2

6
0

3
0
0
,2

6
3

3
0
0
,2

6
6

3
0
0
,2

6
9

3
0
0
,2

7
2

２
．

4
4
,2

4
1

4
6
,7

1
2

5
0
,0

9
7

5
3
,2

5
5

5
4
,7

6
1

5
5
,8

7
5

6
8
,7

6
9

7
0
,8

6
6

7
7
,0

1
8

8
4
,2

0
6

9
1
,5

0
0

9
8
,9

0
7

３
．

４
．

５
．

(D
)

6
1
4
,4

0
2

2
3
9
,3

5
4

3
1
3
,2

5
2

3
5
3
,5

0
3

3
5
5
,0

1
2

3
5
6
,1

2
9

3
6
9
,0

2
6

3
7
1
,1

2
6

3
7
7
,2

8
1

3
8
4
,4

7
2

3
9
1
,7

6
9

3
9
9
,1

7
9

(E
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

１
．

5
5
,7

4
3

6
0
,2

2
5

6
8
,4

8
5

7
4
,2

0
8

7
5
,7

1
6

7
6
,8

3
3

8
9
,7

3
0

9
1
,8

3
0

9
7
,9

8
4

1
0
5
,1

7
5

1
1
2
,4

7
2

1
1
9
,8

8
2

２
．

4
,4

9
7

３
．

４
．

4
8
,9

7
6

1
7
,5

1
3

2
3
,9

2
3

2
7
,2

9
5

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

(F
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

(E
)-

(F
)

(G
)

(H
)

1
,6

3
7
,5

0
7

1
,7

1
3
,9

3
1

1
,8

3
2
,0

9
6

1
,9

7
0
,8

4
1

2
,1

0
8
,0

8
0

2
,2

4
4
,2

0
5

2
,3

6
7
,4

3
6

2
,4

8
8
,5

7
0

2
,6

0
3
,5

5
2

2
,7

1
1
,3

4
6

2
,8

1
1
,8

4
6

2
,9

0
4
,9

3
9

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　
　
　
　
　
　
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度

区
　
　
　
　
　
　

分
（

決
算

）
（

本
年

度
）

3
2
,2

1
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
9
,2

4
0

2
9
,3

0
1

2
9
,3

0
1

2
8
,9

7
0

2
7
,9

8
5

2
5
,5

1
4

2
4
,0

6
6

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

1
,5

2
0

1
,5

2
0

3
3
,7

3
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

補
塡

財
源

不
足

額

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

補 塡 財 源

資 本 的 支 出

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

令
和

１
３
年

度
令

和
１
４
年

度
令

和
１

５
年

度
令

和
９
年

度
令

和
１
０
年

度
令

和
１
１
年

度
令

和
１
２
年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

(A
)-

(B
)

純
計

建
設

改
良

費

企
業

債
償

還
金

う
ち

職
員

給
与

費

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

合
計

令
和

１
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
１
７

年
度

令
和

１
５
年

度
令

和
１
６
年

度

収
益

的
収

支
分

資
本

的
収

支
分

令
和

９
年

度
令

和
１
０
年

度
令

和
１
１
年

度
令

和
１
２
年

度
令

和
１
３
年

度
令

和
１

４
年

度

令
和

１
６
年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

令
和

８
年

度
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④段階的な料金改定で「 計画期間黒字」 と し た場合　 資産維持率1 .0 ％　 ＜収益的収支＞

　 第7 章　 投資・ 財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
収

益
的

収
支

)　
税

抜
（
単

位
：
千

円
，
％

）

年
　
　
　
　
　
　
度

令
和

６
年

度
令

和
７
年

度

区
　
　
　
　
　
　

分
（

決
算

）
（

本
年

度
）

１
．

(A
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

4
0
1
,9

6
4

3
9
7
,6

2
7

3
9
3
,3

2
8

3
8
8
,3

7
6

4
4
0
,6

2
7

4
3
4
,9

3
2

4
2
9
,2

3
7

4
2
3
,5

4
2

(1
)

2
6
8
,2

3
4

2
6
8
,3

6
4

2
6
3
,2

6
2

2
6
0
,4

6
5

3
9
9
,4

5
2

3
9
5
,1

1
5

3
9
0
,8

1
6

3
8
5
,8

6
4

4
3
8
,1

1
5

4
3
2
,4

2
0

4
2
6
,7

2
5

4
2
1
,0

3
0

(2
)

(B
)

(3
)

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

２
．

4
9
,2

4
9

5
7
,3

8
2

5
7
,5

6
6

5
8
,9

6
5

5
9
,8

5
4

5
9
,3

4
4

5
9
,8

1
5

6
0
,3

4
8

6
1
,9

8
9

6
3
,8

2
8

6
5
,7

0
1

6
7
,6

9
3

(1
)

3
0
,2

1
6

3
0
,2

7
7

3
0
,2

7
7

2
9
,9

4
6

2
8
,9

6
1

2
6
,4

9
0

2
5
,0

4
2

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

3
0
,2

1
6

3
0
,2

7
7

3
0
,2

7
7

2
9
,9

4
6

2
8
,9

6
1

2
6
,4

9
0

2
5
,0

4
2

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

(2
)

1
6
,7

3
5

2
4
,8

0
7

2
4
,9

9
1

2
6
,7

2
1

2
8
,5

9
5

3
0
,5

5
6

3
2
,4

7
5

3
4
,4

5
6

3
6
,0

9
7

3
7
,9

3
6

3
9
,8

0
9

4
1
,8

0
1

(3
)

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

(C
)

3
1
9
,9

9
6

3
2
8
,2

5
7

3
2
3
,3

4
0

3
2
1
,9

4
2

4
6
1
,8

1
8

4
5
6
,9

7
1

4
5
3
,1

4
3

4
4
8
,7

2
4

5
0
2
,6
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　 第7 章　 投資・ 財政計画
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　 本計画の実施にあたっては、 掲げた施策や事業の進捗状況を定期的に確認し 、 その成果

や課題を把握し たう えで、 必要に応じ て見直し を行いま す。

　 計画期間（ 令和８ 年度～１ ７ 年度） を通じ て、 「 計画（ Ｐ ｌ ａ ｎ ） →実行（ Ｄ ｏ ） →検

証（ Ｃ ｈ ｅ ｃ ｋ ） →改善（ Ａ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 」 のＰ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルを継続的に運用し 、 事業

の実施効果や効率性を検証し ま す。 特に、 概ね３ ～５ 年ごと に進捗状況をモニタ リ ングし 、

投資・ 財政計画の実績と の乖離や、 将来見通し における 課題を検証し たう えで、 必要な改

善を図り ま す。

　 ま た、 人口減少や節水意識の高ま り 、 施設の老朽化など、 経営環境の変化を踏ま えつつ、

効率的な施設更新、 企業債の計画的な償還、 料金改定を通じ た収入の安定化を進めま す。

　 こ れら の取り 組みを通じ て、 健全で持続可能な経営基盤の確立を目指し 、 安全で安定し

た水道サービス を将来世代へ継承し ていき ま す。

Ch eck

目標に照ら し て検証
・ 実施状況や経営状況の
　 評価、 分析
・ 計画と 実績の比較検証
・ 顧客満足度の把握

評価結果を活用
・ 改善策の検討
・ 将来見通し の再評価
・ 新たなニーズの把握

A ctio n

住民の声、 外部環境を反映
・ ビジョ ン、 経営目標の設定
・ 基本計画、 経営計画の策定

P la n Do

成果を重視
・ 事業の実施
・ 進捗状況の管理

　 第8 章　 フ ォ ロ ーアッ プ
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【 あ】

■ 　 アセッ ト マネジメ ント

　 中長期的な視点に立ち、 水道施設のラ イ フ サイ ク ル全体にわたって効率的かつ効果的

に水道施設を管理運営する 体系化さ れた実践活動のこ と 。

　 現在保有し ている 資産の状態・ 健全度を適切に診断・ 評価し 、 中長期の更新需要見通

し を検討する と と も に、 財政収支見通し を踏ま えた更新財源の確保方策を講じ る 等によ

り 、 事業の実行可能性の確保を図る 。

■ 　 営業外収益

　 収益的収入のなかで、 企業の本業以外の活動によ って得ら れる 収益のこ と 。

預金利息、 町補助金、 加入金、 長期前受金戻入をいう 。

■ 　 営業外費用

　 収益的支出のなかで、 企業の本来の営業活動以外で経常的に発生する 費用のこ と 。

支払利息、 企業債取扱諸費、 雑支出をいう 。

■ 　 営業収益

　 収益的収入のなかで、 料金収入等の企業の本来の営業活動で生じ る 収益のこ と 。

給水収益、 受託工事収益、 その他営業収益をいう 。

■ 　 営業収支比率

　 営業収益と 営業費用の比率であり 、 収益性を見る 際の最も 代表的な指標のこ と 。 営業

費用が営業収益によ ってど の程度賄われている かを示すも ので、 こ の比率が高いほど営

業利益率が高いこ と を示し 、 こ の数値が1 0 0 ％未満である 場合は、 営業損失が生じ てい

る こ と を示し ている 。

■ 　 営業費用

　 収益的支出のなかで、 企業の本来の営業活動から 発生する 費用のこ と 。

職員給与費や材料費等の維持管理費、 減価償却費。

■ 　 塩化ビニル管

　 腐食に強い塩化ビニル樹脂を主原料と する 管。 耐食性・ 耐電食性に優れ、 水垢の発生

も なく 軽量で接合作業が容易である と いう 長所がある が、 衝撃や熱に弱く 、 紫外線によ

り 劣化し 、 凍結する と 破損し やすいと いう 短所がある 。 ま た、 シンナーなど の有機溶剤

に侵さ れる ので、 使用場所や取扱に注意が必要である 。

　 第9 章　 用語説明
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【 か】

■ 　 官民連携

　 水道事業者と 民間企業が連携し 、 民間の持つノ ウ ハウ ・ 技術を活用する こ と によ り サ

ービス 向上、 財政基盤の強化、 業務効率化を図る こ と 。

■ 　 管路更新率

　 管路総延長に対する 年間に更新さ れた管路の割合。

■ 　 企業債

　 水道施設の更新や耐震化など の費用に充てる ために、 国や地方自治体など から 借り 入

れる 長期の借入金。

　 企業債の償還は、 当該事業で整備し た施設等を用いて得ら れる 料金で賄う こ と を原則

と し 、 その未償還分は企業債残高と 呼ばれる 。

■ 　 企業債残高対給水収益比率

　 給水収益に対する 企業債残高の割合。

　 企業債残高の規模と 経営の影響をみる 指標で、 一般的に低いほう が望ま し いが、 低す

ぎる と 必要事業が持ち越さ れている 場合がある 。

（ 企業債残高÷給水収益） ×１ ０ ０

で算出さ れる 。

■ 　 給水管

　 道路に埋設さ れている 配水管から 分岐し て各家庭などに水を送る 管。

■ 　 給水区域

　 水道事業者が国土交通省ま たは都道府県の許可を受け、 需要に応じ て給水義務を負う

区域。

■ 　 給水原価

　 有収水量１ ㎥あたり について、 どれだけの費用がかかっている かを表す指標のこ と 。

実際の使用水量に応じ た1 ㎥当たり の料金と 比較する こ と によ って原価回収の状況を把

握する こ と ができ る 。

{事業費用－（ 受託工事費＋材料およ び不用品売却原価＋付帯事業費） -長期前受金戻

入} ÷年間総有収水量

で算出さ れる 。

■ 　 給水収益

　 水道事業会計における 営業収益（ 給水収益、 受託工事収益等） の一つで、 公の施設と

し ての水道施設の使用について徴収する 使用料のこ と 。 通常、 水道料金と し て収入と な

る 収益がこ れに当たる 。

■ 　 給水人口

　 給水区域（ 水道事業者が厚生労働省ま たは都道府県の許可を得て給水義務を負う 区域）

内に居住し 、 水道によ り 給水を受けている 人口をいう 。 給水区域外から の通勤者や観光

客は給水人口には含ま れない。
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■ 　 給水量

　 給水区域内に給水し た水道水の量。

　 給水量＝有効水量（ 有収水量＋無収水量） ＋無効水量（ 漏水等）

　 ※有収水量： 水道料金徴収の対象と なった水量およ び公園用水、 公衆便所用水、 消防

　 　 　 　 　 　 　 用水などで、 料金と し ては徴収し ないが、 他会計から 維持管理費と し て

　 　 　 　 　 　 　 の収入がある 水量

　 ※無収水量： 管洗浄用、 メ ータ 不感水量等公衆便所用およ び消防用水の料金徴収し な

　 　 　 　 　 　 　 いも の

　 　 　 　 　 　 　 事業用水量、 メ ータ 不感水量、 その他、 公園用水、 公衆便所用水、 消防

　 　 　 　 　 　 　 用水などのう ち料金その他の収入が全く ない水量

■ 　 供給単価

　 供給単価は給水収益を有収水量で除し た数値であり 、 1 ㎥当たり の販売価格を表す。

　 給水収益÷年間総有収水量

で算出さ れる 。

■ 　 業務指標（ P I： P erf o rm a n ce In d ica to r）

　 全国の水道事業関係団体で構成する （ 公社） 日本水道協会が平成１ ７ 年１ 月に特定し 、

平成２ ８ 年３ 月に改正し た「 Ｊ ＷＷＡ Ｑ １ ０ ０ 　 水道事業ガイ ド ラ イ ン」 に基づく 指標。

水道サービス の目的を達成し 、 サービス 水準を向上さ せる ために、 水道事業全般につい

て多面的に定量化し た指標で、 ３ つの分野（ 安全、 強靭、 持続） について示さ れている 。

■ 　 緊急遮断弁

　 地震や管路の破裂などの異状を検知する と 自動的に自重や重錘ま たは油圧や圧縮空気

を利用し て緊急閉止でき る 機能を持ったバルブ。 配水池の出口部分に設置する こ と によ

り 、 破損し た管から の水の流出を防ぐ と と も に応急給水に必要な水を確保する こ と がで

き る 。

■ 　 経営戦略

　 水道や下水道事業等の公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続し ていく ために

策定する 中長期的な経営の基本計画。

　 計画期間は１ ０ 年以上を基本と し 、 ３ ～５ 年に一度見直し などを行う も のと する 。

■ 　 計画給水人口

　 計画目標年次の推定人口のう ち給水対象と なる 人口。

■ 　 減価償却費

　 資産（ 建物や機械設備など長期にわたり 利用する 資産） を取得し たと き に、 その取得

費用を一括計上せず、 資産の法定耐用年数にわたって分割し て計上する こ と を減価償却

と いい、 その分割さ れた費用を減価償却費と いう 。

■ 　 原水

　 浄水処理する 前の水。 水道水の原材料になる 水。 地表水ある いは地下水から 取水する 。

　 水道原水には大別し て地表水と 地下水があり 、 地表水には河川水、 湖沼水、 貯水池水

が、 地下水には伏流水、 井水等がある 。 （ なお、 本町は滋賀県企業庁から の全量受水）
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【 さ 】

■ 　 残留塩素

　 水道水の安全のために水道水中に投入さ れた塩素が、 水道水に残留し たも ので、 一般

的には遊離残留塩素を総称する 。 水道法（ 水道法施行規則） によ って、 安全性確保のた

めに蛇口から 出る 水道水には、 必ず一定の残留塩素がある よ う に定めら れている 。

■ 　 支払利息

　 営業外費用の一つで、 企業債、 他会計から の借入金、 一時借入金等について支払う 利

息のこ と 。

■ 　 資本的収支

　 収益的収支およ び支出に属さ ない収入・ 支出のう ち現金の収支を伴う も ので、 主と し

て建設改良およ び企業債に関する 収入およ び支出のこ と 。

　 企業の資産を取得する ために要する 費用（ 支出） と その財源（ 収入） の収支のこ と 。

　 資本的収入には、 企業債や国庫補助金等を計上し 、 資本的支出には建設改良費、 企業

債償還金等を計上する 。

■ 　 収益的収支

　 企業の経常的経営活動に伴って発生する 収入と こ れに対応する 支出のこ と 。

　 収益的収入には、 給水サービス の提供の対価である 料金等の給水収益の他、 長期前受

金戻入、 受取利息等を計上し 、 収益的支出には給水サービス に必要な人件費、 修繕費等

を計上する 。 ま た、 支払利息、 更には減価償却費等のよ う に現金支出を伴わない経費な

ども 含ま れる 。

■ 　 受水

　 水道事業者が水道用水供給事業から 浄水（ 水道用水） の供給を受ける こ と 。

■ 　 受水費

　 湖南水道用水供給事業から 浄水購入に要し た費用のこ と 。

■ 　 浄水

　 河川、 湖沼、 地下水など から 取水し た原水の水中に含ま れている 物質など を取り 除き 、

飲料水と する ための適切な処理を行う こ と 。 水道水は、 水道法に定めら れた水質基準に

適合し た水を供給し なければなら ない。

■ 　 新水道ビ ジョ ン

　 水道の所掌官庁たる 厚生労働省が、 水道の目指すべき 方向性について示し たも ので、

平成2 5 年3 月付けで正式に公布さ れた。 その目的は、 「 平成１ ６ 年の水道ビジョ ン策定

から 約９ 年が経過し 、 水道を取り 巻く 環境が大き く 変化し ている こ と から 、 こ れま で国

民の生活や経済活動を支えてき た水道の恩恵を、 今後も すべての国民が継続的に享受し

続ける こ と ができ る よ う 、 ５ ０ 年、 １ ０ ０ 年後の将来を見据え、 水道の理想像を明示す

る と と も に、 その理想像を具体化する ため、 今後、 当面の間に取り 組むべき 事項、 方策

を提示し ている も のである 。
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■ 　 水源

　 水道水と し て利用する 水の供給源のこ と で、 種類は、 河川表流水、 湖沼水、 ダム水、

地下水、 湧水、 伏流水がある 。

■ 　 水質基準

　 水道法第４ 条およ び「 水質基準に関する 省令」 によ り 定めら れた、 飲み水の安全性を

確保する ために水道水が備えなければなら ない水質の要件。

■ 　 水質検査

　 水源や給水栓水について水質検査を行い、 その結果、 浄水の場合は水質基準項目ごと

の基準値や塩素消毒の基準に照ら し て適合し ている かどう かを判定する こ と 。

■ 　 水質検査計画

　 水道水が水質基準に適合し 、 安全で良質な水を供給する ために、 毎年度水道事業体が

水質検査に関する 基本方針や水質検査地点およ び水質検査方法を定める も のである 。 そ

の内容や水質検査結果がホームページなどで公開さ れている 。

■ 　 水道用水供給事業

　 水道事業者に対し てその用水を供給する 事業のこ と 。 本町の場合、 企業庁湖南水道用

水供給事業から 計画給水量の1 0 0 ％にあたる 浄水を購入し ている 。

■ 　 損益勘定留保資金

　 資本的収支の補てん財源の一つで、 収益的収支における 現金支出を必要と し ない費用

で、 減価償却費、 繰延勘定償却、 資産減耗費などを計上し 、 企業内部に保留さ れる 資金

のこ と 。

【 た】

■ 　 耐震管

　 離脱防止継手を有し 、 地震によ り 地盤変動がおき た場合でも 管の破損や継手の離脱等

の被害が軽微な管のこ と 。 ダク タ イ ル鋳鉄管（ 離脱防止機能付き 継手） 、 鋼管（ 溶接継

手） 、 水道用ポリ エチレ ン管（ 融着継手） 等。

■ 　 ダウ ンサイ ジング

　 規模を小さ く する こ と 。

　 水道の場合は、 水需要の減少等に伴い、 施設更新等の際に管路の口径減少や施設の小

規模化などによ り 施設能力を縮小し 、 施設の効率化を図る こ と 。

■ 　 ダク タ イ ル鋳鉄管

　 材料と し てダク タ イ ル鋳鉄を使用し た管のこ と 。

　 ダク タ イ ル鋳鉄と は、 鋳鉄に含ま れる 黒鉛を球状化さ せたも ので、 鋳鉄に比べて強度

や靭性（ 粘り 強さ ） に富み、 衝撃に強い。 金属材料の中では腐食に強く 、 電気抵抗が高

いため電食の影響を受けにく い。 継手は伸縮性・ 可撓性（ 柔軟で折り 曲げる こ と が可能

である 性質） を持ち、 施工性が良く 、 水道用管と し て広く 用いら れている が、 重量が比

較的重く 、 土壌が腐食性の場合には外面防食を必要と する 。
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■ 　 長期前受金戻入

　 資産（ 建物や機械設備等） を取得し たと き 、 その財源に国庫補助金等が充当さ れる 場

合には、 その国庫補助金等は収入と し て一括計上せず、 資産の耐用年数にわたって分割

・ 計上さ れ、 その分割さ れた収入を長期前受金戻入と いい、 減価償却費と 対になる も の

である 。

【 は】

■ 　 配水池

　 浄水場（ 河川から 取水し た水や地下水など を浄化・ 消毒し 、 上水道へ供給する ための

水道施設） から 送ら れた浄水（ 消毒が完了し た飲用に適し た清浄な水） を一時的に貯留

し 、 給水区域の需要量に応じ て流出制御を行う 施設。

　 配水池の容量は、 配水池への流入量と 時間変動する 給水量と の差を調整する 容量、 配

水池よ り 上流側の事故発生時にも 給水を維持する ための容量およ び消火用水量を考慮し

て定めら れる 。

■ 　 普及率

　 給水区域内人口に対する 給水人口の割合を示し 、 給水区域内の未普及人口の割合を把

握する ために使用さ れる 。

　 給水普及率（ ％） ＝給水人口÷給水区域内人口×１ ０ ０

　 ※給水区域内人口： 給水区域内に居住する 総人口

　 ※給水人口： 水道事業によ り 給水を受けている 総人口

■ 　 法定耐用年数

　 固定資産が、 その本来の用途に使用でき る と 見ら れる 推定の年数を法律で定めたも の。

　 その効用が持続する 期間と さ れ、 国や水道事業者は寿命の目安と と ら えている 。

■ 　 ポリ エチレ ン管

　 プラ ス チッ ク 管の一種で、 昭和３ ７ 年頃から 給水装置に使用さ れ始めた。 接合方法は

熱融着によ る 方法と 機械的に管を締め付けて接続する 方法があり 、 重量は軽く 耐寒性、

耐衝撃性に優れている 。 長尺物である ため継手数が少なく 済み、 施工性にも 優れている 。

ま た他の管種に比べて可撓性に富んでおり 、 地盤変動に対し て影響が少ないなどの特徴

を有し ている が、 有機溶剤、 ガソ リ ン等によ る 浸透に注意する 必要がある 。

【 ま 】

■ 　 毎日検査

　 水道法で定めら れている 、 色・ 濁り ・ 残留塩素の3 項目を、 毎日確認する 検査のこ と 。

- 60 -



【 や】

■ 　 有収水量

　 料金徴収の対象と なった水量およ び他会計から の収入のあった水量。

■ 　 有収率

　 給水量に対する 有収水量の割合。

　 無効水量である 漏水等を少なく する こ と で効果が上がる と さ れている 。

　 有収率＝（ 年間有収水量＋年間有収分水量） ÷（ 年間給水量＋年間分水量） ×1 0 0 ％

　 ※分水量： 水道事業者が他の水道事業者に分水する 水量

【 ら 】

■ 　 利益剰余金

　 剰余金のう ち、 企業の営業活動の結果生じ た利益を源泉と する 部分をいい、 減債積立

金や利益積立金など の法定積立金と 、 議会の議決によ り 積み立てら れる 建設改良積立金

などの任意積立金なら びに使途目的が特定さ れずに残っている 未処分利益剰余金に区分

さ れる 。

経営の結果損失を生じ た場合は、 マイ ナス の剰余金すなわち未処理欠損金と し て整理さ

れる 。

■ 　 料金回収率

　 給水原価と 供給単価の関係を示し ており 、 事業の経営状況の健全性を示す指標の一つ。

こ の指標が1 0 0 ％を下回っている 場合、 給水にかかる 費用が料金収入以外の収入で賄わ

れている こ と を意味する 。

■ 　 老朽管

　 法定耐用年数（ 布設から ４ ０ 年） を超過し た管路のこ と 。

■ 　 漏水

　 水道管等から 水が漏れる こ と 。 地上に漏れ出し て発見が容易な地上漏水と 、 地下に浸

透し て発見が困難な地下漏水がある 。 漏水量が減る と 有効率が向上する 。

※有効率： 給水する 水量と 有効水量と の比率
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